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日程第１１ 議案第７５号 平成１７年度あわら市工業用水道事業会計決算の認定に 

ついて 

日程第１２ 議案第７６号 平成１７年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計決算の 

認定について 

日程第１３ 議案第７７号 平成１７年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計決算に 

よる剰余金の処分について 

日程第１４ 議案第７８号 平成１８年度あわら市一般会計補正予算（第３号） 

日程第１５ 議案第７９号 平成１８年度あわら市国民健康保険特別会計補正予算 
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（第１号） 

日程第１６ 議案第８０号 平成１８年度あわら市金津雲雀ヶ丘寮特別会計補正予算 

（第１号） 

日程第１７ 議案第８１号 平成１８年度あわら市公共下水道特別会計補正予算 

（第３号） 

日程第１８ 議案第８２号 平成１８年度あわら市農業集落排水事業特別会計補正 

（第２号） 

日程第１９ 議案第８３号 平成１８年度あわら市水道事業会計補正予算（第２号） 

日程第２０ 議案第８４号 坂井市とあわら市との境界変更について 

日程第２１ 議案第８５号 市長等の給料の特例に関する条例の制定について 

日程第２２ 議案第８６号 あわら市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定 

について 

日程第２３ 議案第８７号 あわら市重度心身障害者（児）医療費助成条例の一部を改 

正する条例の制定について 

日程第２４ 議案第８８号 あわら市金津雲雀ヶ丘寮条例の一部を改正する条例の制 

定について 

日程第２５ 議案第８９号 あわら市金津雲雀ヶ丘寮介護サービス事業手数料等条例 

の一部を改正する条例の制定について 

日程第２６ 一般質問 

 

 

 

 

出席議員（２２名） 

１番 八 木 秀 雄     ２番 笹 原 幸 信 

３番 大 下 重 一     ４番 山 川 知一郎 

５番 山 口 峰 雄     ６番 北 島   登 

７番 関 山 博 夫     ８番 向 山 信 博 

９番 坪 田 正 武    １０番 篠 﨑   巖 

１１番 石 田 則 一    １２番 丸 谷 浩 二 

１３番 牧 田 孝 男    １４番 卯 目 ひろみ 

１５番 宮 崎   修    １６番 穴 田 満 雄 

１７番 山 川   豊    １８番 海老田 州 夫 

１９番 見 澤 孝 保    ２０番 東 川 継 央 

２１番 橋 本 達 也    ２２番 杉 田   剛 

 

欠席議員（なし） 
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◎議長開会宣告 

○議長（山川 豊君） ただ今から、第１７回あわら市議会定例会を開会いたします。 

（午前 9時 30 分） 

 

◎市長招集挨拶 

○議長（山川 豊君） 開会にあたり、市長より招集のごあいさつがあります。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） 本日ここに、第１７回あわら市議会定例会の開会にあたり、一

言ご挨拶を申し上げます。 

皇室におかれましては、先週の６日、実に４１年ぶりに、親王殿下がご誕生されま

した。市民の皆様とともに、心からお慶びとお祝いを申し上げ、親王殿下のお健やか

なご成長をお祈り申し上げる次第であります。 

議員各位には、何かとご多忙中にもかかわらず本定例会にご参集をいただき、厚く

お礼を申し上げます。 

さて、６月議会でご決議をいただきました中学校問題につきましては、統合中学校

建設検討委員会を立ち上げ、その整備のあり方についての議論を展開しておりますほ

か、８月の中旬より実施しておりました市民委員の公募も終え、１０月にはこの公募

委員を交えた検討に入る予定であります。また、庁内体制につきましては、９月１日

付けで教育総務課内に中学校建設準備室を設置し専任職員の配置をいたしたところ

であります。 

議会におかれましても学校建設調査特別委員会を設置し、既に初会合と先進地視察

を終えられているとのことであり、２０１１年の開校に向けて着実に一歩を踏み出し

たものと考えております。 

一方、地方財政を取り巻く状況を見てみますと、６月の北海道夕張市の財政再建団

体への移行表明は、折しも地方分権２１世紀ビジョン懇談会で検討中であった「自治

体破綻法制」の議論を加速させ、先月３１日には、この懇談会の報告を受け「新しい

地方財政再生制度研究会」の初会合が開かれたところであります。この中では、自治

体の財政運営を是正する仕組みとして第三者機関の設置や新たな財務指標の追加な

どを検討することとされており、総務省も早ければ来年の通常国会には地方財政再建

特別措置法の改正案を提出する方針のようであります。 

この先行きの不透明な時代にあって、これらの大きな足かせにより、地域に根ざし

た特色ある行政運営を損なうことのないよう、健全な財政を維持することは、私の大

きな責務であると考えており、今後とも議員各位のさらなるご支援とご協力をお願い

するものであります。 

ご案内のとおり、本定例会におきましては、２３議案の審議をお願いするものであ

ります。その内訳につきましては、決算の認定及び剰余金の処分に関するもの１１議
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案、補正予算に関するもの６議案のほか、市の境界変更に関するもの１議案、条例の

改正等に関するものが５議案となっております。 

各議案の内容、上程の主旨につきましては、後ほどご説明を申し上げますが、何と

ぞ慎重なご審議いただき、妥当なるご決議をいただきますようお願い申し上げまして、

招集の挨拶といたします。 

 

 

◎開議の宣告 

○議長（山川 豊君） 本日の出席議員数は、２２名であります。 
よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

○議長（山川 豊君） 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 
 
 

◎諸般の報告 

○議長（山川 豊君） 諸般の報告を事務局長より行ないます。 
（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 事務局長。 
〇局長（圓道信雄君） 諸般の報告をいたします。 
６月１３日招集の第１５回定例会において議決されました諸議案につきましては、

６月２３日付けで、８月４日招集の第１６回臨時会において可決された諸議案につい

ては、８月７日付けで、それぞれ市長宛に会議結果の報告を行なっております。 
本定例会の提出議案は市長提出議案２３件であります。 
本定例会の説明出席者は市長以下、１３名であります。 
なお、本日の会議には代表監査委員が出席いたしております。 
以上でございます。 

 
 
◎行政報告 

○議長（山川 豊君） 市長の行政報告を求めます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） 各部の所管事項について、行政報告を申し上げます。 

まず、市長室関係でございますが、秘書広報課所管では、去る７月８日に仙台市の

東北大学で｢魯迅研究プロジェクト研究会｣が開催され、会議の冒頭で、北京魯迅博物

館の黄館長補佐から、魯迅の｢脈管学｣ノートの複写本をあわら市に寄贈いただきまし

た。今後は、市民文化祭などにおいてこれを公開し、１００年前の藤野厳九郎と魯迅

の師弟愛の結晶を手にとって感じていただこうと考えております。 
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次に総務部関係でございますが、総務課では、去る８月２３日に第１回あわら市防

災会議を開催し、「あわら市地域防災計画」案のご承認を頂いたところであります。

また、同日あわせて国民保護協議会も開催いたし、県の危機対策防災課の課長から国

民保護法や福井県国民保護計画についての概要説明を受け、今年度中には、「あわら

市国民保護計画」を策定する予定であります。 

次に、福祉保健部関係でございますが、子育て支援室所管の放課後児童クラブにつ

きまして申し上げます。夏休み期間中、中央児童クラブにおきましては、希望者が非

常に多く、現在の福祉センターでは対応が出来なくなったため、長期休暇中を限定と

して、古町児童館におきまして放課後児童クラブを新たに開設し、対応することとい

たしました。今後は、保護者の意見を聞きながら、長期休暇以外の開設につきまして

も、検討して参りたいと考えています。これに伴います経費を補正予算で計上してご

ざいますのでよろしくお願いいたします。 

続きまして、北潟幼児園の公設民営化の進捗状況でございますが、先般、社会福祉

法人発起人会が設立され、法人の名称は「社会福祉法人アイリス福祉会」と決定いた

しております。今後、平成１９年４月開所に向け県への認可申請をはじめ、各準備を

進めて参りたいと考えております。 

次に、経済産業部関係でございますが、農林水産課所管につきましては、平成１９

年度から始まる品目横断的経営安定対策について申し上げます。 

この施策につきましては、昨年から本議会でも色々と取り上げられて参りましたが、

いよいよ１９年度産の麦、すなわちこの秋に播種する麦から適用され、対策の対象者

となるための加入申請が、今月の１日から１１月３０日までとなっております。 

なお、この対策は決められた担い手のみが対象となることから、昨年から、各集落

に出向き、説明会や指導を行っており、施策の対象となる担い手としては、認定農業

者が６７名、特定農業法人が２５法人、また、５年後には法人格を得ようとする任意

の特定農業団体が５団体、立ち上がる予定となっております。 

その結果、１９年度産の麦では、概ね９割程度がこの対策の担い手としてカバーで

きたものと思っておりますが、今後は残された１割の集落にも引き続き指導等を行っ

てまいりたいと考えております。 

なお、１９年度産の米の生産配分についてでありますが、今年の作柄は春先の低温

や早生の出穂期での大雨等から「やや不良」と発表されましたが、その後の天候回復

で平年並みの作柄に推移するものと見込まれております。 

この様な状況から、平成１９年度における米の生産調整につきましては、米の需要

見通しを考慮いたしまして、今年度より０.５ポイント増の２９％程度の仮配分が必

要と想定され、ＪＡを通じて各集落に配分する予定をいたしております。 

次に、観光商工課所管では、８月１日から「あわら湯けむり創生プロジェクト事業」

をスタートしております。 

この事業は、市内の若手グループが組織した「あわら湯けむり創生塾」が事業主体

となって、県の「地域ブランド創造活動推進事業」の採択を受け、温泉を始めとする
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地域の資源を活かして「あわら温泉ブランド」を構築していく事業であります。 

この事業の第１弾として、市内１８の旅館とセントピアあわらの温泉に入浴できる

「湯めぐり手形事業」とインフォメーション機能を兼ね備えたビジネスセンター「お

しえる座ぁ」がスタートいたしました。 

これらの事業により温泉街が賑わい、あわら温泉の魅力がきらめきを放ち、「住ん

で良し訪れて良しのまちづくり」が実現されるよう期待しているところでありますが、

本市といたしましても、創生塾のビジネスプランが着実に実施されるよう、地域再生

マネージャである近畿日本ツーリストに事業支援を委託すると共に、あわら温泉の再

生に向け効果が上がるよう、県や芦原温泉旅館協同組合とも協議しながら、指導、支

援をして参りたいと考えております。 

次に、８月７日から９日の３日間にわたり、あわら湯のまち駅前多目的広場と温泉

街を舞台に、盛大に開催されました「あわら湯かけまつり」について申し上げます。 

今年から、あわら市商工会青年部を中心とした若手が先頭に立ち実行委員会を組織

して、あわら温泉の貴重な天然資源であり、また観光資源でもある「温泉」を活用し

たまつりにしようと、名称も新たに「あわら湯かけまつり」として出発したものであ

ります。 

温泉３区の「湯かけみこし」や「民謡の夕べ」、さらに福井県独特の文化である「饅

頭まき」など、多くの市民や観光客の方々に加え、議員の皆様も華を添えていただき、

活気溢れるまつりになったことを喜んでおります。 

「あわら湯かけまつり」が、何よりも市民が楽しく、観光客の皆様にも喜んでいた

だけるまつりとして、後世に脈々と受け継がれていくよう、心から期待をしているも

のであります。 

次に土木部関係でありますが、建設課所管では、８月の補正には未計上でありまし

た、市道３４９号線の笹岡地係における路肩の崩壊被害に係る復旧事業費を、今定例

会に補正予算として計上しております。この被害個所については、災害復旧事業とし

て現在国に申請中であり、査定官による査定は１０月中旬に実施される予定でありま

す。 

なお、自主避難をしていただいた吉崎地区「御山」の法面崩壊の復旧工事について

は、県事業として施工されますが、工事の工法などについて吉崎地区および関係者と

の協議を重ね、平成１９年度に本工事に着手するとのことであります。 

地元区等のこれまでの現場でのご苦労に対して､衷心より敬意を表しますとともに、

床下への土砂流入家屋もありましたことから､一日も早い復旧を願うものであります。 

次に、都市整備課所管についてですが、平成１６年度から「あわら市総合振興計画」

と並行して策定作業を進めて参りました「あわら市都市計画マスタープラン」の報告

書が取りまとめられ、去る７月２８日に、あわら市まちづくり計画策定委員会の吉田

委員長から報告を受けております。 

その後、市では、広く市民の皆様から意見を募るため、８月１日から１５日にかけ

て、パブリックコメントを実施いたしましたが、マスタープランに対するご意見はご
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ざいませんでした。 

また、８月３１日には市の都市計画審議会を開催し、都市計画マスタープランの内

容を報告いたしております。 

なお、今期定例会の会期中に、その内容をご報告申し上げ、「あわら市都市計画マ

スタープラン」を決定したいと考えております。 

最後に教育委員会関係でございますが、文化学習課所管の金津創作の森では、例年、

作品展などを開催しておりますが、今回は７月１日から８月２０日まで、「ひびのこ

づえ展」を開催いたしました。 

ひびのこづえ氏は、コスチュームアーティストとして、テレビ、映画、出版、商品

開発などの分野で活躍している作家で、本展では、衣装を中心に、ファッション関係

の小物などを展示いたしました。 

初日の夜には、展覧会場において、スターダンサーバレエ団による、展示服を着用

したパフォーマンスを開催し、２４０人の入場者がありましたほか、野外に県内繊維

企業の生地を使用した巨大ドレスを展示いたしております。 

会期中は、夏休み期間中ということもあり、４,３７３人の入場者がありました。 

次に、日常生活圏で文化に触れてもらい、豊な人間性と個性を育む取り組みとして

７月２２日から８月２７日までの期間に、「森のワークショップ」を３回開催いたし

ております。 

このワークショップは文化庁の補助を受けて、ひびのこづえ氏や大阪デザイン集団

グラフなどを講師に迎え、小学生を対象に実施いたしたもので、定員を超える申込が

あり、合計５０人が参加いたしております。 

また、８月２６日からは、「ビアマグランカイ６・福井展」を開催しております。

この展覧会は、見て触れることができ、作品を予約購入できるものであり、札幌芸術

の森の公募展の入賞・入選作品の「ビール・ジョッキ」と「タンブラー」のクラフト

展として恒例のものとなっております。 

期間は１０月１日までとなっており、東京恵比寿が最終開催地となっています。 

次に、８月１１日から、大阪デザイン集団グラフを招待し、アートドキュメント２

００６「グラフ展」の公開制作を行っております。 

屋外作品の三つの小屋は９月５日付けの福井新聞・地域欄でも大きく取り上げられ

たところでありますが、本展は１１月３日からの開催となっています。 

以上で行政報告を終わります。 

 

 

◎会議録署名議員の指定 

○議長（山川 豊君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行ないます。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、１９番、見澤孝保君、

２０番、東川継央君の両名を指名します。 
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◎会期の決定 

○議長（山川 豊君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

お諮りします。 

本定例会の会期は、本日から９月２２日までの１１日間といたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

(｢異議なし｣と呼ぶ者あり) 

○議長（山川 豊君） 異議なしと認めます。 
したがって、本定例会の会期は本日より９月２２日までの１１日間と決定しました。 
なお、会期中の日程は、お手元に配布しました会期日程表のとおりであります。 
 

 

◎議案第６７号から議案第７７号の一括上程 

・提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

○議長（山川 豊君） 日程第３、議案第６７号、平成１７年度あわら市一般会計歳入

歳出決算の認定について、日程第４、議案第６８号、平成１７年度あわら市国民健康

保険特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第５、議案第６９号、平成１７年度

あわら市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第６、議案第７０号、

平成１７年度あわら市金津雲雀ヶ丘寮特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第

７、議案第７１号、平成１７年度あわら市公共下水道特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、日程第８、議案第７２号、平成１７年度あわら市農業集落排水事業特別会計

歳入歳出決算の認定について、日程第９、議案第７３号、平成１７年度あわら市モー

ターボート競走特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第 10、議案第７４号、平

成１７年度あわら市水道事業会計決算の認定について、日程第 11、議案第７５号、平

成１７年度あわら市工業用水道事業会計決算の認定について、日程第 12、議案第７６

号、平成１７年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計決算の認定について、日程第 13、

議案第７７号、平成１７年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計決算による剰余金の

処分について。 

以上、議案１１件を一括議題とします。 

○議長（山川 豊君） 市長から提案理由の説明を求めます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君 

○市長（松木幹夫君） ただ今上程されました、議案第６７号「平成１７年度あわら市

一般会計歳入歳出決算の認定について」から議案第７６号「平成１７年度芦原温泉上

水道財産区水道事業会計決算の認定について」まで、及び議案第７７号「平成１７年

度芦原温泉上水道財産区水道事業会計決算による剰余金の処分について」の１１議案

について、提案理由の説明を申し上げます。 

議案第６７号から議案第７６号までの１０議案につきましては、一般会計をはじめ
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とする各会計の平成１７年度歳入歳出決算をあわら市監査委員の決算審査の意見を

付して提出したもので、地方自治法及び地方公営企業法の規定により、議会の認定を

お願いするものであります。 

まず、議案第６７号一般会計歳入歳出決算についてご説明いたします。 

一般会計の歳入総額は、１２８億１,１９８万８,２８７円、歳出総額は、１２５億

１,１４８万９,０８１円で、歳入歳出差引額は、３億４９万９,２０６円となってお

ります。 

この中には、繰越明許費として、民生費、農林水産業費、土木費及び消防費の一部

を翌年度へ繰り越しておりますので、平成１８年度へ繰り越すべき財源１，８１３万

８千円が含まれており、歳入歳出差引額からこの額を差し引いた実質収支額は、２億

８，２３６万１,２０６円となるものであります。 

歳入の主なものは、市税の４２億２,０２５万８,９４２円をはじめ、地方交付税３

２億５,８４８万６千円、市債１６億４００万円、国庫支出金及び県支出金１４億３,

３８０万１,０５２円、分担金及び負担金３億６,１１１万７，１７１円、繰越金３億

２８３万５,７８８円などとなっております。 

一方、歳出の主なものは、民生費の３０億１,７４０万５,０９２円をはじめ、土木

費１７億４,７８４万７,６７４円、総務費１４億６,５４１万１,８２９円、教育費１

３億１，１８６万９,７７８円、公債費１２億８,５６７万５,８５６円、農林水産業

費７億９,４３０万９,５５１円などとなっております。 

なお、主要な財政指標を申し上げますと、実質収支比率２．９％、財政力指数０．

６１６、経常収支比率８１．９％、起債制限比率１０．３％であり、実質公債費比率

につきましては、１７．６％となっております。 

次に、特別会計の決算について申し上げます。 

議案第６８号国民健康保険特別会計歳入歳出決算については、歳入総額は、２６億

３,８４８万２,７２６円で、主なものといたしましては、国民健康保険税８億６,６

４４万２,９８９円、国庫支出金及び県支出金８億５，７２０万５,２５２円、療養給

付費等交付金６億５,１１０万６千円などとなっております。 

また、歳出総額は、２６億２,８５４万１，０１７円で、主なものといたしまして

は、保険給付費１７億６,０１４万３,８７７円、老人保健拠出金５億９,２０５万５,

１５５円、介護納付金１億５,８０８万８,６５７円などとなっております。 

歳入歳出差引額は、９９４万１,７０９円で、平成１８年度に繰り越しをいたして

おります。 

議案第６９号老人保健特別会計歳入歳出決算については、歳入総額は、３５億５,

０５９万７,２０６円で、主なものといたしましては、支払基金交付金２０億６,１０

２万２,２４７円、国庫支出金及び県支出金１２億２,４８３万５,３９５円、一般会

計繰入金２億５,０９２万８，２０９円などとなっております。 

また、歳出総額は３５億９,８４２万３,８３６円となっており、差し引き４，７８

２万６，６３０円の歳入不足となっており、不足額を平成１８年度の歳入から繰り上
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げ充用をいたしております。 

歳出の内訳といたしましては、医療諸費３５億８,３８９万３,４００円、諸支出金

１,４５３万４３６円であります。 

議案第７０号金津雲雀ケ丘寮特別会計歳入歳出決算については、歳入総額は、４億

６,２１５万７,９２６円で、主なものといたしましては、介護保険収入１億９，１０

３万８,７０４円、措置費収入１億４,６８３万４,７４８円、繰入金５,１４１万７千

円などとなっております。 

また、歳出総額は、４億２,８０９万３,６３５円で、主なものといたしましては、

指定介護老人福祉施設費１億５,８３５万３,００７円、養護老人施設費１億９,２４

３万３,３４８円などとなっております。 

歳入歳出差引額は、３,４０６万４,２９１円で、平成１８年度に繰り越しをいたし

ております。 

議案第７１号公共下水道特別会計歳入歳出決算については、歳入総額は、２１億８,

５６４万５，６８０円で、主なものといたしましては、一般会計繰入金８億８,４４

９万７千円、使用料及び手数料４億９,１４４万３,０８８円、市債４億３,３７０万

円、国庫支出金２億９,７００万円などとなっております。 

また、歳出総額は、２１億６,８５２万９,４０３円で、主なものといたしましては、

事業費１１億５９２万５２６円、公債費１０億２,８１６万５,４６２円などでありま

す。 

歳入歳出差引額は、１,７１１万６,２７７円となりますが、繰越明許費に係る翌年

度へ繰り越すべき財源３１万３千円を差し引いた実質収支額は、１,６８０万３,２７

７円であります。 

議案第７２号農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算については、歳入総額は、７,

７０６万８,９７７円で、主なものといたしましては、繰入金６,０８７万円、使用料

及び手数料１,３８１万７,３７６円などとなっております。 

また、歳出総額は、７,３８６万５,４６３円で、主なものといたしましては、事業

費２,２４６万７,９２６円、公債費４,４３２万６,８０７円などとなっております。 

歳入歳出差引額は、３２０万３,５１４円で、平成１８年度に繰り越しをいたして

おります。 

議案第７３号モーターボート競走特別会計歳入歳出決算については、歳入総額は、

２３億７,４９６万１,０９２円で、主なものといたしましては、競艇事業収入２３億

５，７７８万２４２円、諸収入１,６１１万２，４３１円、繰越金５２万１，７７０

円などとなっております。 

また、歳出総額は、２３億７,４５４万２,８０７円で、主なものといたしましては、

競艇事業費２３億６,３０２万６４９円、諸支出金１,１５２万２，１５８円などとな

っております。 

歳入歳出差引額は、４１万８,２８５円で、平成１８年度に繰り越しをいたしてお

ります。 
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続いて、公営企業会計の決算について申し上げます。 

議案第７４号水道事業会計決算については、収益的収入及び支出で、水道事業収益

９億４,１２２万２,２３７円に対し、水道事業費用９億１,７４１万７,８２０円で、

差引額は、２,３８０万４,４１７円でありますが、損益計算は消費税抜きの計算をい

たしますので、当該年度の純利益は、１,７３５万３,８９２円となっております。 

また、資本的収入及び支出では、収入額１億２,９２５万５,６９３円に対し、支出

額３億１,８７８万１,３６４円で、１億８，９５２万５,６７１円の収入不足を生じ

ております。 

この不足額につきましては、過年度分損益勘定留保資金１億８,３０９万８,４４６

円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額６４２万７，２２５円で補てん

をいたしております。 

議案第７５号工業用水道事業会計決算については、収益的収入及び支出で、工業用

水道事業収益１,０７３万３千円に対し、工業用水道事業費用９６７万６,２１０円で、

差引額は、１０５万６,７９０円でありますが、この会計につきましても、損益計算

は消費税抜きの計算をいたしますので、当該年度の純利益は、１０５万６,７７１円

となっております。 

また、資本的収入及び支出では、収入が無く、支出額が３６７万４,２５５円とな

っており、この不足額につきましては、過年度分損益勘定留保資金で補てんをいたし

ております。 

議案第７６号芦原温泉上水道財産区水道事業会計については、収益的収入及び支出

で、水道事業収益１億７,９２６万９,１０９円に対し、水道事業費用１億７,１２８

万３９８円で、差引額は、７９８万８,７１１円でありますが、この会計につきまし

ても、損益計算は消費税抜きの計算をいたしますので、当該年度の純利益は、６８３

万５，５０４円となっております。 

また、資本的収入及び支出では、収入額４８６万３,６００円に対し、支出額４,４

８２万８,１８７円で、３,９９６万４,５８７円の収入不足-生じております。 

この不足額につきましては、過年度分損益勘定留保資金９２８万２，１２９円、当

年度分損益勘定留保資金２,９５４万５，４３４円、当年度分消費税及び地方消費税

資本的収支調整額１１３万７,０２４円で補てんをいたしております。 

最後に議案第７７号芦原温泉上水道財産区水道事業会計決算による剰余金の処分

について申し上げます。 

本案は、平成１７年度決算により剰余金が生じましたので、地方公営企業法第３２

条第２項の規定により、その処分について議決を求めるものであります。 

内容につきましては、当年度未処分利益剰余金６,５２８万９,５３８円のうち、３

５万円を利益積立金として処分し、残額６,４９３万９,５３８円を翌年度繰越利益剰

余金とするものであります。 

以上、１１議案につきまして、よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議をいた

だきますようお願い申し上げます。 
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○議長（山川 豊君） 上程議案に関し、代表監査委員からの決算審査の結果について、

報告を求めます。 

代表監査委員、上坂朋宏君。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○代表監査委員（上坂朋宏君） 議長のご指名をいただきましたので、監査委員を代表

いたしまして、決算審査の結果をご報告申し上げます。 

平成１７年度の決算審査は、去る８月２日から４日間にわたり、あわら市及び芦原

温泉上水道財産区に係る一般会計をはじめ特別会計、企業会計など１０の会計の各会

計決算及び基金運用状況につきまして、関係書類及び主要な施策の成果報告書など資

料の提出を求め、慎重に審査をいたしました。 

その結果、一般会計、特別会計及び企業会計等の決算は、それぞれの関係法規に準

拠して作成され、諸帳票は証拠書類と符合し、計数も正確であると認められました。 

審査の内容につきましては、意見書としてまとめ、お手元に配布してございますの

で、ご高覧いただきたいと存じます。 

さて、合併から２年６ヶ月が経過いたしましたが、県内では第 1号の合併自治体と

して、３万１千市民はもとより県内外から衆目されている中、概ね良好なスタートと

なったのではないかと思います。 

しかしながら、今後、総合振興計画に掲げられた各種の施策の推進をはじめ、市民

から「合併して良かった」と思われる市政運営を行なうにあたっては、多くの課題が

山積いたしております。 

特に、現下の国、地方を取り巻く経済環境は誠に厳しく、今後の地方財政予測を的

確に捉えながら、適切な行財政運営に最善の取り組みを望むものであります。 

それでは、決算についてその審査の概要をご報告申し上げます。 

先ず、本市の財政状況を決算統計の主要財務比率から見てみると、皆さんのお手元

にあるあわら市一般会計特別会計歳入歳出決算審査意見書の３ページです。財政力指

数は０．６１６、対前年度比、０．０１４ポイントのアップ、経常収支比率は８１．

９％、対前年度比、１．７ポイントの低下、公債費比率は１２．６％となり、対前年

度比、０．７ポイントの低下と、それぞれ前年度より改善の方向となっておりますが、

企業会計を含めた全会計の市債の現在高は、２８６億７，６２１万１千円、３表には

企業会計は載っていませんので、その分の金額は違います。企業会計を含めた全会計

の市債の現在高は、２８６億７，６２１万１千円となり、前年度と比較すると７，１

８４万円の微増ではありますが、市民一人当たりにすると９２万３千円となっており

ます。 

尚、自治体の財政健全度をみる新指標として国が今年度導入した「実質公債費比率」

では、１７．６％となっており、地方債発行に知事の許可が必要となる１８％に接近

しており、今後、まちづくりに要する各種施策の推進などその増加が想定されること

から、適債事業の厳選に特に配慮願うものであります。 

特に、国では、地方分権の改革を、「自由、責任、自立」をキーワードにした新三
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位一体改革として、税源配分の見直し、国庫補助負担金改革、交付税改革を一体とし

て進められようとしておりますので、更なる事務事業の民営化の推進とともに、簡素

で効率的な執行を望むものであります。 

次に、一般会計について申し上げます。 

歳入決算の総額は、１２８億１，１９８万８千円となり、歳出決算の総額は、１２

５億１，１４８万９千円で、対前年比、歳入１０．２％、歳出１０．４％の減であり

ます。 

財政収支につきましては、形式収支３億４９万９千円となり、翌年度へ繰り越すべ

き財源１，８１３万８千円を差し引いた実質収支は、２億８，２３６万１千円、実質

収支から前年度の実質収支を差し引いた単年度収支は、１，９６３万６千円の赤字と

なり、財政調整基金に１００万円を積み立てる一方、取り崩しがないため、実質単年

度収支は１，８６３万６千円の赤字となっております。 

以下、歳入歳出の内容について申し上げます。 

先ず、歳入決算額を性質別に区分いたしますと、７ページです。自主財源は５５億

５，３０３万４千円で構成比４３．３％、依存財源は７２億５，８９５万４千円で、

構成比は５６．７％となっております。 

なお、自主財源の主なものは、市税が４２億２，０２５万９千円、構成比は３２．

９％、分担金・負担金は３億６，１１１万７千円で２．８％、諸収入は３億２，３４

１万７千円で２．５％となっており、一方の依存財源では、地方交付税３２億５，８

４８万６千円で構成比は２５．５％、市債１６億４００万円で１２．５％、国庫支出

金７億５，８０９万１千円で５．９％、県支出金６億７，５７１万円で５．３％とな

っているものの、特に、市税４，０９７万５千円の増、地方交付税８，１６９万７千

円の減少は本市の恒常的な財政圧迫の要因であることから、今後の地方分権改革によ

る歳入・歳出一体改革など、国の地方財政計画を十分見定めながら、これら財源の確

保に一層の努力を願うものであります。 

特に、市税においての収納率は、８１．８％、対前年度比０．７％の増となってい

ますが、昨今の経済情勢もありますが、その累積滞納額は７億６，２３４万４千円と

なっていることから、これの収納対策については、負担の公平の確保と健全な財政運

営を図る観点からも、収納体制の更なる強化など特段の配慮を願うものであります。 

一方、歳出決算額を性質別に区分いたしますと、８ページです。その構成比は、消

費的経費は６３．７％、公債費その他２４．６％、投資的経費が１１．７％となって

おりますが、特に、消費的経費のうち人件費は、退職職員の補充を行なわなかったこ

とにより、１億４，３８７万８千円の減となっており、補助費等では、三国あわら斎

苑組合負担金などの増に伴い、３億６，１３７万１千円の増となっております。 

公債費は、前年度における減税補てん債の借り換えに伴い、６億６，０２１万８千

円の減となっております。 

積立金は、前年度で、地域振興基金１３億円、財政調整基金の積み立て１億４，６

５０万円の減に伴い、１４億２，８６３万５千円の大幅な減となっております。 
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普通建設事業は、ケーブルテレビ施設整備事業１億８，９７８万７千円、観光会館

改修工事１億３，７２９万９千円、地方道路交付金事業１億９，５５４万６千円など、

大型事業を実施した結果、投資的経費は対前年度比３億５，５０７万円の増、率にし

て３２．２％の増となったものであります。 

次に、歳出決算額の目的別構成は、９ページです。民生費２４．１％、土木費１４．

０％、衛生費１２．５％、総務費１１．７％及び教育費１０．５％となっており、特

に、商工費では観光会館改修工事の実施などから対前年比１億４，５１３万８千円、

４２．９％の増、衛生費では、三国あわら斎苑組合負担金の増などから前年度比４億

１，０７８万１千円、３５．８％の増となったものの、議会費、公債費､諸支出金で

前年度と比較して大幅な減となっております。 

議会費は、議員数の減に伴い、４，８４８万２千円の減、公債費は、前年度に減税

補てん債借り換え等を行ったことにより、６億６，０２１万８千円の減、諸支出金は、

前年度に地域振興基金１３億円を積み立てたため、１４億２，８６２万５千円の大幅

な減となっております。 

以上、歳入歳出決算を詳細に審査いたしました結果、今回は、合併２年目というこ

ともあり、事務事業の選択・緊急性の勘案など計画的な取り組みが見受けられるとこ

ろでありますが、今後、総合振興計画の着手等については厳しい財政状況を十分に見

極め、適正な事務事業の執行に繋がるよう、一層の努力を期待するものであります。 

次に、特別会計について申し上げます。 

先ず、国民健康保険特別会計、１１ページです。については、歳入決算額２６億３，

８４８万３千円、歳出決算額は２６億２，８５４万１千円で、歳入歳出差し引き額は

９９４万２千円となっております。 

歳入の主なものは、国民健康保険税８億６，６４４万３千円、国庫支出金７億７，

６２７万３千円、療養給付費交付金６億５，１１０万６千円、一般会計及び基金から

の繰入金で１億３，３０６万２千円となっており、特に、国民健康保険税の収入未済

額は２億４，１６８万２千円で、収納率は７７.７％と前年度と比較し０．２ポイン

ト低くなっております。 

一方、歳出の主なものは、保険給付費１７億６，０１４万４千円、老人保健拠出金

５億９，２０５万５千円、介護納付金１億５，８０８万９千円となっております。 

なお、保健事業の実施については、一日ドッグ・脳ドッグや各種の健康教室など、

住民の健康づくりに配慮されているところでありますが、今後ともこれらの事業を継

続推進され、医療費の抑制に努められますよう願うものであります。 

次に、老人保健特別会計について申し上げます。 

本会計の歳入決算額は３５億５，０５９万７千円、歳出決算額は３５億９，８４２

万４千円で、歳入歳出差し引き額は４，７８２万７千円のマイナス決算となりますが、

これを平成１８年度会計からの繰り上げ充用を行っております。 

医療費総額は、３９億３，９７８万８千円、対前年比９８．４％となっているもの

の、恒常的には老人医療費が増加の傾向にあるため、今後とも、高齢者の健康維持対
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策に取り組まれるとともに、適正受診の指導などきめ細かい努力を願うものでありま

す。 

次に、雲雀ヶ丘寮特別会計について申し上げます。１４ページです。 

本会計の歳入決算額４億６，２１５万８千円、歳出決算額４億２，８０９万４千円

で、歳入歳出差し引き額は３，４０６万４千円となっており、基金現在高は、２億９，

０９７万３千円であります。 

なお、介護老人福祉施設については、近年の要介護老人の増加等を見据え、施設整

備及び運営の民営化など所要の検討を望むものであります。 

次に、公共下水道特別会計について申し上げます。１５ページです。 

本会計の歳入決算額２１億８，５６４万６千円、歳出決算額２１億６，８５３万円

で、歳入歳出差し引き額は１，７１１万６千円となっており、実質収支は１，６８０

万３千円となり、単年度収支及び実質単年度収支は４３４万９千円の赤字となってお

ります。 

本年度は、補助事業で５億９，４００万円、単独事業で１億１，０００万円の事業

を実施しており、整備面積は８８２ヘクタールとなりその進捗率は６５．２％となっ

ております。 

なお、歳入において、受益者負担金１，８２８万８千円並びに下水道使用料１億２

７９万７千円の収入未済額については、事業の投資効果の観点及び受益者負担の原則

から、これらの収納対策に一層の努力を願うとともに、供用区域内の接続特例など強

力に推進されるよう願うものであります。 

次に、農業集落排水事業特別会計について申し上げます。１６ページです。 

本会計の歳入決算額７，７０６万９千円、歳出決算額７，３８６万５千円で、歳入

歳出差し引き額は、３２０万４千円となっております。 

地方債現在高は、５億８，１８８万円があり、今後の老朽化等も見据え、長期的な

財政の健全化に十分配慮いただきたいと思うものであります。 

次に、モーターボート競走特別会計について申し上げます。 

本会計の歳入決算額は２３億７，４９６万１千円、歳出決算額は２３億７，４５４

万３千円で、歳入歳出差し引き額は４１万８千円となっております。 

本市の一日あたりの売上金は、９，４１７万４千円で、対前年度比１４．５％の減、

入場者数は２，４７２人で、対前年比１８．５％の減となっており、売上金、入場者

数とも大幅な減少にあり、昨今の経済不況等からその収益はほとんど見込まれない状

況となっております。 

この事業は、全国的に売上額が大きく減少する厳しい状況下にあって、今後とも競

艇事業のイメージアップやイベントの開催など、新規ファンの獲得と既存ファンの定

着を図るほか、今まで以上に経営健全化対策を強力に推進するとともに、長期的視点

における競艇事業のあり方等について、十分なる検討を望むものであります。 

次に、企業会計について申し上げます。 

先ず､水道事業会計につきましては、本年度の有収水量は３９２万３，１３４立方
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メートルで、対前年比３．１％の増で、有収率は８７．９％となっております。 

収益的収支決算において、これを損益計算書から見てみると、総収益９億８７１万

３千円に対し総費用は８億９，１３５万９千円となり、差し引き１，７３５万４千円

の純利益となるもので、総収益のうち営業収益は５億８，７４７万円となり、営業外

収益は３億２，１２４万３千円で、そのうち一般会計からの補助金２億４，０００万

円が含まれております。一方、原水及び浄水費は４億６，３５３万２千円、減価償却

費１億８，７８９万５千円、営業外費用である支払利息は１億２，５６８万円となっ

ております。 

特に、経営的には、施設備費等における取得有形固定資産減価償却費、企業債利息

及び県水受水費などの固定的費用が大部分を占めており、営業外収益として一般会計

からの補助金受け入れをしていても相当厳しい内容であることから、今後とも有収率

の向上や受入県水の合理化など長期的展望に立った事業運営に一層の努力をお願い

するものであります。 

次に、工業用水道事業会計につきましては、６ページですね、年間給水量は４５万

５，６２１立方メートルで、対前年比４．２％の減となっております。 

総収益１，０７３万３千円に対し、総費用９６７万６千円で、当年度は１０５万７

千円の純利益となっており、経営的には健全性が認められますが、総収益が固定化し

ていることから、今後の総費用に係る施設修繕等を視野に入れ、なお一層の経営向上

に努めていただきたいと思うところであります。 

次に、芦原温泉上水道財産区水道事業会計について申し上げます。 

本年度の有収水量は、１７５万１，７４７立方メートルで、対前年比５．９％の減

で、有収率は９６．５％となっております。 

損益計算書にみる収益的収支決算において、総収益１億７，０７４万５千円に対し、

総費用は１億６，３９０万９千円となり、当年度は６８３万６千円の純利益となって

おりますが、年間給水量の減少等により１，１４９万４千円の減収となっております。 

温泉観光を取り巻く環境が年々悪化する傾向や今後の施設整備等を視点に置き、な

お一層の経営の合理化に努められますよう望むものであります。 

以上、各会計ごとに審査の概要を申し上げましたが、今回の決算審査にあたり、指

摘・要望いたしました事項につきましては、関係者の一層のご努力をお願い申し上げ、

極めて概略的な内容となりましたが、決算審査のご報告といたします。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する総括質疑を許します。 

○議長（山川 豊君） 質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） 議長 お諮りします。 

ただいま議題となっています、議案第６７号から議案第７７号までの１１議案につ

いては、９人の委員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会

中、審査することにしたいと思いますが、異議ありませんか。 
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（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 異議なしと認めます。 

よって、議案第６７号から議案第７７号までの１１議案については、９人の委員で

構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託して、閉会中に審査にすることに

決定いたしました。 

○議長（山川 豊君） お諮りします。 

ただ今設置されました決算審査特別委員会委員の選任については、委員会条例第８

条第１項の規定により、議長において、八木秀雄君、笹原幸信君、山川知一郎君、山

口峰雄君、北島 登君、関山博夫君、向山信博君、篠﨑 巖君、卯目ひろみ君、以上

９名を指名したいと思います。 

これに、異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名しました諸君を決算審査特別委員会委員に選任することに決

しました。 

○議長（山川 豊君） 上坂代表監査委員の退席を許可します。 

大変ご苦労様でした。 

（上坂代表監査委員 退席） 

議長（山川 豊君） 暫時休憩をいたします。 

１０時４０分から開会をいたします。 

（午前 10時 29 分） 

 

○議長（山川 豊君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前 10時 41 分） 

 

 

○議長（山川 豊君） 諸般の報告を事務局長から申し上げます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 
〇局長（圓道信雄君） 休憩中の決算審査特別委員会において、正副委員長の互選が行

われました。 

その結果をご報告申し上げます。 

決算審査特別委員会委員長に篠﨑 巖議員、同じく副委員長に北島 登議員、以上

のとおりであります。 

 

 

◎議案第７８号から議案第８３号の一括上程 

・提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

○議長（山川 豊君） 日程第１４、議案第７８号、平成１８年度あわら市一般会計補
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正予算（第３号）、日程第１５、議案第７９号、平成１８年度あわら市国民健康保険

税特別会計補正予算（第１号）、日程第１６、議案第８０号、平成１８年度あわら市

金津雲雀ヶ丘寮特別会計補正予算（第１号）、日程第１７、議案第８１号、平成１８

年度あわら市工業用水道事業会計補正予算（第３号）、日程第１８、議案第８２号、

平成１８年度あわら市農業集落排水事業特別会計補正（第２号）、日程第１９、議案

第８３号、平成１８年度あわら市水道事業会計補正予算（第２号）。 

以上の議案６件を一括議題とします。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君 

○市長（松木幹夫君） ただいま上程されました議案第７８号、平成１８年度あわら市

一般会計補正予算（第３号）から議案第８３号、平成１８年度あわら市水道事業会計

補正予算（第２号）までの６議案について、概要の説明を申し上げます。 

本定例会におきましては、一般会計をはじめとする６会計の補正予算の審議をお願

いするものであります。 

補正の内容といたしましては、一般会計では、庁舎統合事業費のほか、７月の豪雨

災害復旧関連事業、国県補助金等の取り扱いが確定した事業など所要の経費を計上い

たしております。 

また、国民健康保険特別会計では、保険財政共同安定化事業に係る拠出金を、金津

雲雀ケ丘寮丘特別会計では、特定入居者生活介護事業に係る臨時職員賃金を、公共下

水道特別会計では企業会計システム導入に係る委託料を、農業集落排水事業特別会計

では監視システム移設に係る委託料を、水道事業会計では集中監視制御システムの統

合に係る経費をそれぞれ計上いたしております。 

各会計の補正予算の状況及び詳細につきましては、副市長から説明を申し上げます

ので、よろしくご審議をいただきますようお願い申し上げます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 副市長、坪田雅一君。 

○副議長（坪田雅一君） 命によりまして、議案第７８号あわら市一般会計補正予算及

び議案第７９号から議案第８３号までの各特別会計補正予算について、内容の説明を

申し上げます。 

なお、市長の提案理由と重複する部分もあるかと思いますが、あらかじめご了承い

ただきますようお願い申し上げます。 

まず、議案第７８号、平成１８年度あわら市一般会計補正予算（第３号）でござい

ますが、本案は、歳入歳出それぞれ３億７,１０６万１千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を１２１億１,４７３万４千円と定めるものであります。 

次に、補正の主な内容をご説明申し上げます。 

まず、歳出でございますが、総務費では、財産管理費において、庁舎統合関連工事

費１億４，４００万円を、また、国際交流推進費では、惜別百年記念事業委託料７５
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０万円を計上しております。 

民生費では、障害者福祉費で、障害者自立支援法の施行に伴う予算の組み替えなど

により扶助費において２，０００万９千円を、平成１７年度分の国庫補助金の精算返

還金１，５１６万５千円を計上しております。 

衛生費では、上水道事業への出資金として７，３３０万円を計上しております。こ

れは後ほど上水道事業会計の補正予算でも申し上げますが、集中監視制御システム統

合に伴います一般会計からの出資であります。 

次に、農林水産業費では、国・県補助金の取り扱いが確定したことに伴い、農業振

興費でやる気のある園芸産地づくり支援事業補助金２８６万６千円を計上いたして

おります。 

商工費では、観光費で「健康づくりプログラム」構築業務委託料２２７万１千円を、

観光費であわら湯のまち駅舎改修工事基本設計委託料５００万円を、また、観光会館

の空調設備改修工事３，４００万円を計上いたしております。 

土木費では、道路橋りょう新設改良費で市道千束・赤尾線の道路改良のため、予備

設計を行なう委託料３００万円及び市道の改良工事費の追加分１，２００万円を計上

いたしております。 

消防費では、水防費で洪水ハザードマップ作成協議会支援業務委託料２１０万円を

計上いたしております。 

教育費では、教育振興費で、サッカー部等の全国大会出場補助金２８５万２千円を、

学校建設費では、統合中学校の基本計画策定委託料２６２万５千円を計上いたしてお

ります。 

災害復旧費では、農業用施設災害復旧工事１，０４０万円、林道災害復旧工事５３

０万円、道路橋りょう災害復旧工事２４７万７千円を計上しております。 

一方、歳入につきましては、普通地方交付税の確定に伴いその一部５，６５８万５

千円のほか、市町村合併特別交付金５，２９０万円、そのほか各種事業に伴う国及び

県支出金６,８５２万２千円、合併特例債２億２，７００万円などを計上しておりま

す。 

また、額の確定に伴い、地方特例交付金、２，２８５万円、減税補てん債４１０万

円、臨時財政対策債１，３９０万円をそれぞれ減額しております。 

議案第７９号、平成１８年度あわら市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）に

つきましては、１億１,９４１万４千円の追加補正を行い、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ２７億１,３９１万４千円と定めるものであります。 

補正の内容といたしましては、先般の医療制度改革関連法案の施行により、新しく

保険財政共同安定化事業が創設されたことに伴い、新たに支出することとなる拠出金

を計上するものであります。 

歳入につきましては、保険財政共同安定化事業により新設されます交付金を計上い

たしております。 

議案第８０号、平成１８年度あわら市金津雲雀ヶ丘寮特別会計補正予算（第１号）
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につきましては、２７３万９千円の追加補正を行い、歳入歳出予算の総額をそれぞれ

３億６,４６３万９千円と定めるものであります。 

補正の内容といたしましては、１０月１日より新たに運営いたします特定施設入居

者生活介護事業関連の臨時職員賃金１１４万９千円が主なもので、歳入といたしまし

ては、同事業運営に係る介護保険収入１０３万４千円のほか前年度繰越金１５９万円

を計上するものであります。 

議案第８１号、平成１８年度あわら市公共下水道特別会計補正予算（第３号）につ

きましては、６８５万８千円の追加補正を行い、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２２

億５,１５１万４千円と定めるものであります。 

補正の内容といたしましては、歳出では、企業会計システム導入委託料６７０万円

が主なものであり、歳入としましては、前年度繰越金６８５万８千円を計上しており

ます。 

議案第８２号、平成１８年度あわら市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

につきましては、１３万５千円の追加補正を行い、歳入歳出予算の総額をそれぞれ７，

１２３万５千円と定めるものであります。 

補正の内容といたしましては、監視システムの移設に係る委託料１３万５千円を計

上しており、歳入としましては、前年度繰越金を計上しております。 

議案第８３号、平成１８年度あわら市水道事業会計補正予算（第２号）につきまし

ては、資本的支出の配水設備改良費において、集中監視制御システムの統合に要する

経費として１億４，６５０万円を計上し、補正後の資本的支出の予定額を４億９，４

３２万３千円とするものであります。 

これに対し、資本的収入では、一般会計からの工事負担金７，３３０万円及び企業

債６，２８０万円を計上しております。 

以上、６議案につきまして、よろしくご審議をいただき、妥当なる決議をいただき

ますようお願い申し上げます。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する総括質疑を許します。 

○議長（山川 豊君） 質疑はありませんか。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １６番、穴田満雄君。 

○１６番（穴田満雄君） 一般会計関係で議案書の９ページなんですけれども、地方交

付税について、ちょっとお尋ねいたします。 

今回の補正で５，６５８万５千円の増額補正が出たと、これは大変結構な事じゃな

いかと思うんですけれども、福井県を見てみますと、皆さんご存知のように敦賀市あ

るいは高浜町、大飯町が交付団体になっております。そんな中で、当市は今回の補正

でももって、全部でトータル、普通交付税ですけれども２５億ちょっとになったと、

先日の新聞によりますと、２００６年度の福井県各市町の交付税の交付額、こんな中

で当あわら市は６．８％の減ですよと、こういう報道がなされておりました。そうし

ますと、これ今、地方交付税は９月期と来年の３月期ですか、２回に分けて交付され
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ると思うんですが、来年の３月期で後残りどのくらい交付税が交付されるかというこ

とをひとつお願いします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 総務部長、神尾秋雄君。 

○総務部長（神尾秋雄君） 穴田議員の総括質疑にお答えをさせていただきます。 

１８年度の普通交付税でございますけれども、対前年比、今ご質問がありましたよ

うに、対前年比６．８％減ということで、すでに２５億３，６２８万５千円という事

で数字は確定しているわけでございます。 

当初予算で２４億５千万円計上済みでございますし、また、今回の補正で５，６５

８万５千円計上しておりますので、予算計上済み額といたしましては、２５億６５８

万５千円という数字になるわけでございます。 

従いまして、予算未計上額といたしましては、２，９７０万円、これが未計上とい

うことでございまして、この額につきましては今後の３月補正財源として見込んでお

りますので、よろしくお願いを申し上げます。 

すでに額は確定しておりまして、普通交付税につきましてはこれ以上変化はござい

ませんのでよろしくお願いいたします。 

○議長（山川 豊君） 他に質疑はありませんか。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １６番、穴田満雄君。 

○１６番（穴田満雄君） それでは一般会計の補正の中で、１１ページなんですけれど

も、この中で市町村合併特別交付金、これが５，２９０万増額補正をされております。 

この市町村合併特別交付金といいますと、市町村の合併支援特別交付金の事を指し

ているんじゃないかと思うんですが、これでもってトータル、今年平成１８年度も１

億円になりましたと、過去を見てみますと１６年度、１７年度もそれぞれ１億円にな

っていると、私ら合併するときに、これ５年間は県の方から毎年ですか、毎年度１億

円づつ交付していきますよと、このように聞いておるんですけれども、この交付金で

すね、毎年度１億円づつ５年間交付される、交付金の使い方、これなんか計画性をも

った使い方をされておりますか。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長室理事、長谷川賢治君。 

○市長室理事（長谷川賢治君） 穴田議員のご質問にお答えします。 

ただ今穴田議員がご質問ありましたように、市町村合併特別交付金というのは、市

町村合併に伴い発生する、新しいまちづくりに必要な財政事情ということで、福井県

より交付されるもので、平成１６年度からですね、平成１８年度におきまして総額で

５億円、毎年１億円づつ交付されます。平成１６年度から１８年度につきましては、

３億円決定したわけでございます。 

この交付金の事業につきましては、まずですね合併初年度の１５年度に起きまして

ですね、１５年度におきまして、合併協議会におきまして５年間の財政計画と事業計
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画を出しております。１６年それぞれの計画を出しております。そして毎年４月にで

すね、平成１６年度におきましては毎年４月にですね、まず事業の知事の承認を受け

るという事で事業計画書を出します。その後ですね、事業計画の変更があればですね、

最終の３月に最終的な事業の変更計画書を出すということでございます。 

それで今後の平成１９年度、２０年度、後２ヵ年ですね、２億円が交付されるわけ

ですが、これにつきましては、今年の１８年度に出しました事業計画書において、平

成１９年度はですね１２事業、平成２０年度は９事業ということで充当する事になっ

ておりますが、これについては確定しているものではございません。 

議員もご承知のようにですね、あわら市、大変厳しい経済状況の中でございますの

で、この交付金が貴重な財源であるということで、これからですね実施します振興計

画の実施計画ヒアリングですね、それから平成１９年度当初予算の査定とですね、事

業を決定してですね、その上でその交付金の対象事業になるよう、財源に当てたいと

いう具合に考えておりますので、ご理解お願い致します。 

○議長（山川 豊君） 他に質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） ただいま議題となっています議案第７８号から議案第８３号ま

での６議案は、お手元に配布してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任

委員会に付託します。 

 

 

◎議案第８４号の上程・提案理由説明・質疑・委員会付託 

○議長（山川 豊君） 日程第２０、議案第８４号、坂井市とあわら市との境界変更に

ついてを議題とします。 

○議長（山川 豊君） 市長から提案理由の説明を求めます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） ただいま上程されました議案第８４号、坂井市とあわら市との

境界変更についての提案理由の説明を申し上げます。 

現在、坂井市の坂井東地区で実施されております県営の土地改良事業の換地処分に

伴い、坂井市とあわら市との境界に変更が生じるため、地方自治法の規定に基づき、

この案を提出するものであります。なお、境界変更に伴い坂井市からあわら市に編入

する区域とあわら市から坂井市に編入される区域の面積は同じであるため、双方の行

政面積には変更がないものでございます。 

よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議をいただきますようお願い申し上げま

す。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する総括質疑を許します。 

○議長（山川 豊君） 質疑はありませんか。 
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（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） ただいま議題となっています議案第８４号は、お手元に配布し

てあります議案付託表のとおり、産業建設常任委員会に付託します。 

 

 

◎議案第８５号の上程・提案理由説明・質疑・委員会付託 

○議長（山川 豊君） 日程第２１、議案第８５号、市長等の給料の特例に関する条例

の制定についてを議題とします。 

○議長（山川 豊君） 市長から提案理由の説明を求めます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） ただいま上程されました議案第８５号、市長等の給料の特例に

関する条例の制定についての提案理由の説明を申し上げます。 

本案は、市長、助役及び教育長の給料月額を市長については１０％を、助役及び教

育長については５％を、平成１８年１０月１日から平成２０年９月３０日までの２年

間、減額するものであります。 

中学校建設、芦原温泉駅周辺整備など重要な行政課題を目前に控えており、さらに

現下の社会経済情勢等を総合的に勘案しますと、本市の財政状況は今後も厳しい状況

が続くものと考えられます。 

このような中、私共に与えられた使命と責任の重さを鑑み、今回の措置を講ずるも

のであります。 

よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議をいただきますようお願い申し上げま

す。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する総括質疑を許します。 

○議長（山川 豊君） 質疑はありませんか。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ４番、山川知一郎君。 

○４番（山川知一郎君） ただ今の提案につきまして、まずこの措置について、市町に

ついては１０％、副市長、教育長については５％とした理由と根拠について伺いたい

と思います。 

それから、これによって年間いくら支出が削減されるかと、もうひとつはこれから、

この措置は２年間ということでございますが、これから２年間といたしますと、現在

の市長の任期を越えるということになるかと思いますが、２年間、自分の任期、次の

任期までに渡ってですね、この措置をするということは、ちょっといかがかなという

ように思いますが、その点についてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 
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○市長（松木幹夫君） 減額のパーセンテージでございますけれども、これについては

他の県内の市を参考にさせて決定させていただきました。 

鯖江がこの１０％、市長の場合ですと１０％減額してもですね、鯖江とは１万円ち

ょっと上回るわけですけれども、鯖江の場合は特別な事情だとお伺いをいたしており

まして、他の市と比べますと、一番下になっております。 

それから助役、教育長については。助役の場合には５％で一番他の市よりも一番下

になります。それから教育長については、他の市の教育長と比べると、大体良く似た

数値ではございますが、部長級と、それ以上切り下げるとですね、部長級と逆転する

という現象になりますので、５％にさせていただきました。 

それからもう１点、２年間ですと私の任期中から越えるんではないかというご質問

でございますが、私、金津町の町長をした時に、前の川瀬町長は３月の定例議会で２

年間という措置をされております。私は４月から、５月ですね、５月からその２年間、

そういう事の体制になったわけです。これは例えばまた、市長が新しく変ってですね、

それ以上切り込む、あるいはまた元に戻すというのは、それは別にかまわないのでは

ないかと思いますけれども、一応期限として２年間が妥当だろうという事で設けさせ

ていただきました。 

他の減額についての額については、総務部長が答えますので。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 総務部長、神尾秋雄君 

○総務部長（神尾秋雄君） 今回の給与条例の改定によりまして、市長、助役、教育長

の減額分でございますけれども、給与の他にですね、期末手当の額の算定にも適用さ

れますので、それも含めまして総額で２４３万２,４３０円と、年間これだけの減額

になるという計算でございます。 

○議長（山川 豊君） 他に質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） ただいま議題となっています議案第８５号は、お手元に配布し

てあります議案付託表のとおり、総務常任委員会に付託します。 

 

 

◎議案第８６号から議案第８９号の一括上程 

・提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

○議長（山川 豊君） 日程第２２、議案第８６号、あわら市国民健康保険条例の一部

を改正する条例の制定について、日程第２３、議案第８７号、あわら市重度心身障害

者（児）医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、日程第２４、議案第

８８号、あわら市金津雲雀ヶ丘寮条例の一部を改正する条例の制定について、日程第

２５、議案第８９号、あわら市金津雲雀ヶ丘寮介護サービス事業手数料等条例の一部

を改正する条例の制定について。 
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以上の議案４件を一括議題とします。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君）市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） ただいま上程されました議案第８６号、あわら市国民健康保険

条例の一部を改正する条例の制定についてから議案第８９号、あわら市金津雲雀ヶ丘

寮介護サービス事業手数料等条例の一部を改正する条例の制定についてまでの４議

案について、提案理由の説明を申し上げます。 

まず、議案第８６号、あわら市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につ

いてでございますが、国民健康保険法が改正され、７０歳以上の高齢者のうち、現役

並み所得者の療養の給付に係る一部負担の率が、これまでの１０分の２から１０分の

３に引き上げられることなどに伴い、所要の改正措置を講ずる必要があるので、この

案を提出するものであります。 

次に、議案第８７号、あわら市重度心身障害者（児）医療費助成条例の一部を改正

する条例の制定についてでございますが、本案につきましては、県が実施しておりま

す重度障害者（児）医療無料化対策事業の対象が、１０月１日から特定の条件を満た

す精神障害者にまで拡大されることに伴い、所要の改正措置を講ずる必要があります

ので、提出するものであります。 

次に、議案第８８号、あわら市金津雲雀ヶ丘寮条例の一部を改正する条例の制定に

ついて及び議案第８９号、あわら市金津雲雀ヶ丘寮介護サービス事業手数料等条例の

一部を改正する条例の制定についての２議案についてでございますが、本年１０月１

日から、金津雲雀ヶ丘寮の養護老人ホームが、介護保険制度の特定施設の指定を受け、

施設入居者に介護サービスを提供するため、その業務内容について、所要の改正措置

を講ずるものであります。 

なお、その介護サービス事業手数料等についても同様の理由により改正措置が必要

でありますので、ここに提案するものであります。 

よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議をいただきますようお願い申し上げま

す。 

○議長（山川 豊君） 上程議案に対する総括質疑を許します。 

○議長（山川 豊君） 質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 質疑なしと認めます。 

○議長（山川 豊君） ただいま議題となっています議案第８６号から議案第８９号ま

での４議案は、お手元に配布してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任

委員会に付託します。 

 

 

◎一般質問 
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○議長（山川 豊君） 日程第２３、これより一般質問を行ないます。 

 

◇笹原幸信君 

○議長（山川 豊君） 一般質問は、通告順に従い、２番、笹原幸信君の一般質問を許

可します。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） 質問に入る前に、この度の秋篠宮家の親王殿下のご生誕を謹ん

でお祝いを申し上げます。健やかにご成長される事を心からお祈り申し上げます。 

それでは、議長のお許しを得まして、一般質問、２番、笹原幸信、一般質問をさせ

ていただきます。 

まず第一点目ですが、自治体存続に関する、首長アンケートについてということで

質問をさせていただきます。 

官から民へ、国から地方へを掲げ、小泉内閣が進めた構造改革について、全国の知

事、市町村長はどう受止めているのか。７月２４日付け新聞によりますと、少子高齢

化や厳しい財政事情を背景に、全国の市町村の９１％が自治体の存続に不安を感じて

いるという事がアンケートでわかったという事でありました。 

この調査は４７都道府県知事と１，８２０の市町村長並びに２３東京特別区長の計、

１,８９０人に調査票を送り回答を得たということであります。当然、松木町長の所

へもこの調査票が届いているものと推察されます。 

全国の首長の９９．７％がこの調査に回答をしているという事であり、その結果、

自治体存続に不安を感じる割合は、人口５０万人以上の都市で７３％あり、５千人未

満では実に９７％までが不安を感じていると、大変な数字が出ておるわけでございま

す。 

一方、福井県においては、１７自治体中、１６自治体の首長が自治体の存続に対し

て不安を感じているという事であり、これまた厳しい実情が伺えます。厳しい理由と

しては、地方交付税削減で財政運営が厳しくなる、高齢化が予想以上のスピードで進

み、財政を圧迫、少子高齢化や若者流失で人口減少という３つの理由が全回答の８

０％を占めているということであります。 

全国自治体トップアンケートの結果ですが、平成の大合併で３，２３２あった市町

村が１，８２０と約４４％減の状態になりました。本県の市町村も３５から１７市町

と半減するにいたりました。 

そこで市町村合併の評価ですが、評価する、ある程度評価するが７７％でありまし

た。この問いに対する市長のお考えはいかがでしょうか。 

合併後の効果については、経費、職員削減などの効率化４５％、合併特例債の国の

財政支援４２％となっております。合併して３年目なりますが、わが市ではどのよう

な効果が出ていますかお答えいただきたいたいと思います。 

合併した事による問題点といたしましては、財政基盤に繋がらない、財政基盤強化
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に繋がらない５８％、交付税削減で特例債が予定通り活用できない２９％という回答

になっているそうですが、わが市では合併してどのような問題が出てきたかお答えく

ださい。 

また、三位一体改革の評価についてですが、アンケートでは余り評価しない、評価

しないが８０％ありました。その理由は、交付税が予想以上に削減され、財政運営が

厳しくなったと回答されています。当市においても、先ほども質疑でお話しあったよ

うに、交付税が前年対比６.７％減で、金額にすると１億８,６７００万円という大き

な減額になっております。この一番大きな減額の要因は、国勢調査による人口減によ

る１億３千万円が上げられます。この三位一体改革への評価についていかがでしょう

か。 

また、先ほど申しましたように、自治体の存続について不安を感じる９１％、不安

を感じる理由については前述いたしましたとおり、交付税削減なので厳しい財政運営

を迫られる、高齢化が予想以上に進み財政を圧迫する、少子高齢化や若者流失で人口

の減少が進む、以上の３項目でありました。この不安を感じるとの回答が９０％以上

あることに対するご感想と市長の回答はいかがでしたか。 

現在の課題であります少子化対策につきましては、成果は上がっていないと余り上

がっていないを合計すると８５％にもなります。これに対する有効な対策として取り

組んでいると回答されているのが、若者が地域に住みつづけられる就職先の確保、子

育てしやすい環境作り、子育て世帯への経済的支援であります。 

当市ではどのような対策を取られているのか、また取っているのかをお伺いをいた

します。 

また、財政状況の認識につきましては、現在も厳しいし、今後も心配、そういう自

治体が、自治体の首長が５７％ございました。また、今は良いが今後は心配２４％、

約８０％強の首長が大変懸念をいだいているところでございます。 

また、歳出歳入面での懸念に関しましては、歳出では社会保障関係費と公債費の増

大が上げられております。歳入では地方税収と交付税の減少が最大の不安要因として

上げられております。 

総務省は自治体の財政健全度を示す、新しい手法として導入した、実質公債費比率

の市町村の状況を発表しましたが、地方債の発行に都道府県の許可が必要となる１

８％以上となった市町村は、自治体の裁量では今後借り入れが出来なくなり、その自

治体の数は４０６自治体にものぼり、全市町村の２２．２％を占めるに至りました。 

この比率が１８％以上になった市町村の割合を都道府県別に見ますと、島根県が２

１市町村中１８自治体もあり、８５．７％で最も高く、次いでお隣の石川県が１９市

町中１０自治体で５２．６％と半分以上が入っております。想像するに石川県はイン

フラの整備が大変進んでいるがために、それに比例して地方債の発行額が多くなって

いるのではないかと推察をされます。次いで青森県が５２．５％で４０市町村で２１

自治体となっております。 

本県は１７市町のうち、１自治体で５．８％となっており、率的には少ない状態で
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ございます。なお、自治体数で一番多いのは北海道の６８自治体でありますが、北海

道には１８０の市町村があるため、割合的には３８％となっております。また、ゼロ

の県は長崎、大分となっており、九州の２県が入っております。この２県の自治体の

財政状況が本当に良いのか、良いのであればなぜ良いのかという研究もしなければな

らないのではないでしょうか。東京、愛知県は大変元気で、税収の豊かなところで今

回リストに上がったのは３％ほどで割合が少ないという事でした。 

一方、この総務省の発表以外に、経済紙の特集で全国自治体７７９市、今回、市の

ほうでございますけれども、先ほどは市町村でございましたが、７７９市の倒産危険

度ランキングという記事が載っておりました。みだしは第２、第３の夕張市出現はも

はや時間の問題というセンセーショナルなものでございました。 

この指標としていますのは、総務省とは異なりまして、経常収支比率、起債制限比

率、財政力指数等を勘案し作成されたものでございます。このリストによれば、島根

県では８市中、８市全てがワーストランク入りをしており、お隣の石川県では、１０

市中、９市までが入っております。これを見るにいたしまして、総務省の発表とある

程度整合性が取れるものと思います。 

一方、福井県に置いては、１市がワースト１５３位に、もう１市が同じく３４０位

に入っております。数字から見れば少ないようにも思いますが、先ほど申し上げた様

に、福井県の９４％の首長が自治体の存続に不安を感じていると回答している現状を

鑑みた時、今からが大変だという強い思いにかられるところであります。 

幸いにもあわら市はランク外でありましたが、厳しい状態はかわらないものと思い

ます。現状においても厳しく、将来的にも益々厳しい財政状況が続く事は、避け様が

無く今後どのような対応、対策を取られて乗り切られるのかを、お考えを述べていた

だくようお願いいたします。 

次に２番目の質問でございますが、ゴミ減量策とリサイクル法対象品の処理につい

てということでご質問をいたします。 

県は本年３月に、県廃棄物処理計画を改定し、２０１０年度に県民一人当たり、ゴ

ミ排出量を１日１００グラム削減の達成を目標に掲げました。実現をすれば県全体で

年間９億円の処理コスト減に繋がるということです。この改定された同計画は、取り

組みとして食べ残し削減などとともに、分別品目拡大や処理有料化を盛り込んでいる

ということです。県が分別品目拡大に上げているのは、プラスチック製の容器包装と

紙製の容器包装ゴミであります。 

昨年の県内自治体の分別実施率はビン、缶、新聞、ダンボールにつきましては大体

１００％ですが、プラスチック類は４３％、かみ容器６１％とまだ低くなっておりま

す。 

福井市では再資源ゴミにプラスチック製容器を追加した、新しい分別方式を採用し、

レジ袋や菓子袋、カップ麺容器を区分して集めるようになりました。福井の親戚へ行

きますと、ゴミ箱がいくつも並べてありまして、ゴミを捨てるたびに、これはどこへ

捨てるのかを聞かなければならず、煩雑な思いをいたします。同市では分別方式を採
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用した、３年度の開始当初はリサイクリ率は２．５ポイント上昇しましたが、４、５

年度と低下しているということであります。この原因は煩雑さによる分別不充分とか、

同じプラスチックゴミでも分別が必要な発砲スチロールやアルミコーティングされ

た物が見分けられずに混入したり、また、分別方法がわかりにくいとか、ケチャップ

とかマヨネーズ等のチューブ類はよごれや異物混入が多く、せっかく手間をかけて分

別しましたが、分別が生かされずに、リサイクルされずに、燃えるゴミとか燃えない

ゴミで処分されるという事であります。 

我が市においては、前述のゴミは燃やせるゴミに分類されていると思いますが、今

後は県の指導どおり、プラスチック製容器として分類する方向になるのでしょうか。 

人が生活する事において、必ずゴミが発生します。各自治体はこのゴミを処分する

ため、多額のコストを払わなければなりません。たかがゴミ、されどゴミでございま

す。快適な生活を維持して行く為に、我が市のゴミ処理に要する金額はいくらかかっ

ておりますか、お答えいただきたいと思います。 

生活系ゴミ処理の有料化は、県内１７市町のうち、８市町が有料化しており、あわ

ら市も有料化になっておりますが、現在の負担のままでいけるのかどうか、今後の方

向性はいかがであるかご答弁をいただきたいと思います。 

捨てればゴミ、分ければ資源といわれますが、分別すればするほど自治体の経費は

大きくなると思いますし、片や市民の方としても仕分けの為に、煩雑な思いをします

し、市民の分別に対する理解を得なければなりませんがどう対処されるのかお答えい

ただきたいと思います。 

市町村が無償で日本容器リサイクル協会に譲渡してきたハイペットが５年度は２

６億円、１トン当たり１７,３００円でリサイクル業者に買い取られるということで

した。このハイペットは一時はダイオキシンの問題や、焼却炉が傷むという事で厄介

物でありましたが、リサイクルすることにより問題が解決したということであります

が、自治体によるペットの回収は増えておりますが、１トン２万円弱という高値で売

れるために、アジアに流す自治体が増えているということで、リサイクル業者がペッ

トの確保に苦慮しているという皮肉な現象も起きてるそうであります。 

国が４０億円融資した川崎市の業者が、原料が思うように集められずに、民事再生

法を申請したという記事も新聞に出ておりました。この資源ゴミの収集に関して、ペ

ット以外のアルミ缶は多少とも収入があると思いますが、その他のスチール缶、ビン

類はいかがでしょうか。 

次に家電リサイクル法にかかるテレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機の処理方法につ

いてですが、買え変えがある場合はリサイクル料金を家電販売店に支払って処分がで

きるわけでございますが、今あるものを処分するには郵便局でリサイクル料金を振り

込み、リサイクル券を発行してもらい、その券を処分する現物に貼り付け、福井市内

の指定取引先に持って行くのと、市指定の業者に持ち込むというのがリサイクルの流

れでありますが、面倒な物であり、この面倒さゆえに不法投棄されるものがあると思

われます。 
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５年後の１１年７月には、現在のテレビがデジタル化されることにより、すべての

現在のテレビが使えなくなり、不法投棄が極端に増える事が予想されます。現在でも

各家庭に１、２台はリサイクルにかかわる品物があるのではないかと思いますが、こ

れが不法投棄される可能性もあるわけでございます。 

また、リサイクル料金は全国一律なのでしょうか。店によって業者によって異なる

気がいたします。処分してもらうという気持ちがあるため、言われた金額を払ってい

るのではないかと私は思っているしだいでございます。 

粗大ゴミで出せた時代はなんら問題は無かったわけですが、規制が厳しくなり、処

分が有料化されることによって不法投棄が増えてゆく、マナーが切り捨てられる時代

になってしまったのではないでしょうか。 

前述いたしました家電リサイクル対象品とその他のバッテリー、タイヤ、粗大ゴミ

対象外の不法投棄を防ぐ手立てはないのでしょうか。この中の一部でも粗大ゴミの回

収のように年１回、または２年に１回ほど実費負担で、例えば市内２ヶ所、場所を決

めて持ち込むというような方法を取って、回収を実施できないものでしょうか。そう

する事により完全とはいえないまでも、ある程度不法投棄をなくす事に繋がるのでは

ないかと思いますがいかがでございましょうか。 

以上、ご答弁お願い致します。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） 笹原議員のご質問にお答えします。 

ご質問のアンケートにつきましては、全国自治体トップへのアンケートということ

で私のところにも参っており、６月に回答をいたしております。 

まず、最初の平成の大合併への評価については、「ある程度評価する」との回答を

しております。今回の大合併では、議員の言われるとおり、全国の市町村数は平成１

８年４月現在では１,８２０市町村となっております。しかしながら、まだ規模の小

さい自治体が数多く残っており、さらに合併が進むものと考えております。 

また、本市の合併における効果、問題点の質問ですが、まず効果としては職員の削

減による歳出の抑制があげられます。 

新規職員の採用を見送ることにより、合併当初の平成１６年３月１日では、３９８

人であった職員数が、本年４月現在では３４３人と５５人の減となっており、人件費

の大幅な削減が進んでおります。 

さらに、合併した市町村に交付される国県の補助金や有利な交付税措置のある合併

特例債が認められるなど、財政面での優遇措置も受けられるようになり、これらの財

源を有効に活用しながら、住民サービスの向上やまちづくりを推進しているところで

あります。 

一方、問題点でありますが、三位一体の改革により地方交付税が大幅に削減された

ことに加え、昨年行われた国勢調査による人口が、前回に比べて１,０９８人減少し

たことから、本年度以降の交付税額に大きな影響を受けることになったことや、固定
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資産の評価替えに伴う市税の減少など、合併前の新市建設計画の策定時においては、

予想することが困難な厳しい状況になっております。しかし、これについては、あく

までも社会経済情勢等の変化によるものと考えており、合併しての問題点として特筆

すべきものは見当たらないと考えております。 

次に、国庫補助金の削減と、それに伴う地方への税源移譲及び地方交付税の削減と

いう、いわゆる三位一体改革への評価についての質問でございますが、地方にとって

税源移譲という一定の成果はあったものの、国の権限を残したままで、自治体の裁量

が高まるような補助金削減ではなかったと考えております。 

なお、あわら市にとりましては、移譲される税源そのものが少なく、また、地方交

付税の大幅削減による影響が大きく、厳しい財政運営を強いられている現状を考えま

しても、あまり評価できるものではないと考えております。 

また、多くの地方自治体が、市町村合併を始め、国を上回るペースで行財政改革を

進め、歳出削減の努力をしているにもかかわらず、急速な少子化や高齢化の進展や、

３年間で総額５兆１千億円余りの地方交付税が削減されるなど、地方自治体の行財政

運営に深刻な影響を及ぼしており、これらを背景に、９１％もの自治体がその存続に

不安を感じているものと思っております。 

国においては、平成１９年度以降の三位一体の改革において、さらなる国庫補助負

担金の改革とそれに伴う税源移譲を行なうとともに、地方交付税制度の抜本的見直

し・関与のあり方の議論を通じて国と地方の役割分担を明確にすべきであり、その実

現によって真の地方分権改革が推進できるものと考えております。 

次に、子育て支援・少子化対策については、国の重要施策の一つでもあり、出産育

児一時金の支給、児童手当や乳幼児医療費負担割合の拡充等、国レベルでも諸施策を

検討しているようでありますが、以前にも申し上げましたとおり、人口減少、特に自

然動態の減少は、一つの自治体のみの問題ではなくて、国策として取り組む必要があ

るものと考えております。 

また、少子化対策、ひいては人口増加策と申しましても、単に一つの施策のみで結

果につながるものではなく、企業誘致や魅力的な住環境づくり、子育て支援など、ハ

ード・ソフト両面からの複合的な対策が不可欠となって参ります。 

あわら市におきましては、総合振興計画や都市計画マスタープランにおいて、企業

誘致による職住近接型のまちづくりの推進、景観の整備、子育て支援の充実、団塊の

世代をターゲットにした定住化対策などを掲げており、今後はこうした一つ一つの施

策を着実に実践していくことが肝要と考えております。 

ご質問の市独自の少子化対策については、本年１月から、市単独事業として乳幼児

医療費の助成対象枠を小学校就学前まで拡充したほか、県の補助事業を活用した様々

な子育て支援策を行っておりますし、今後とも国の動向を十分注視しながら、子育て

支援に有効な対策を講じていく所存であります。 

最後に、厳しい財政状況に対する今後の対応策でございますが、６月議会でも申し

上げましたように、まず行財政改革による徹底した経費の削減であります。特に職員
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採用を抑制することによりまして、平成１８年度から４年間でさらに３２人の削減を

めざしております。また、庁舎をはじめとする施設の統廃合や、公設民営化を推進し

て参りたいと考えております。 

歳入におきましては、税等の収納率向上のほか、受益者負担の適正化にも取り組ん

で行かなければなりません。あわせて、一般起債を極力抑制し、有利な交付税措置の

ある合併特例債へ振り替えることにより、財源の有効活用を図っていくことも必要で

あります。 

このほか、北陸新幹線関連事業など今後の重要な事業については、県に対して積極

的な財政支援を要望していきたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。 

２点目のご質問にお答えいたします。 

まず、今回のごみの分別方法の細分化についてですが、県は、紙やプラスチックの

容器包装リサイクルが伸び悩んでいることから、市町のごみ分別収集等に関する検討

会を設けて分別収集の品目拡大や統一化を模索し、各市町の分別収集に対する足並み

をそろえることでごみの減量化を図ろうと考えております。 

この容器包装リサイクルが伸び悩んでいる要因といたしましては、分別収集に対す

る煩雑さと処理に要する経費増であります。 

市では、これらのごみを広域圏清掃センターで燃やせるごみとして処理を行ってい

ますが、これをリサイクルする場合、広域圏清掃センターではリサイクルするための

受け入れ態勢が整っていないため民間委託しなければならず、これを行った場合、収

集されたごみの中にリサイクルできないごみが混在するため、さらなる分別作業が必

要となるなどにより経費増が見込まれます。 

今後、広域圏清掃センターでのリサイクル化の態勢が整うなど、経費負担の軽減が

図られれば、ごみ減量化に向けてこれに取り組んで参りたいと考えております。 

次に、市のごみ処理に要する経費についてですが、市が平成１７年度にごみ処理に

要した経費は、広域圏清掃センターでのごみ処理に係る負担金で約４億８，６００万

円、ごみの収集に係る経費で約９，４００万円、指定ごみ袋の作製費用やごみ袋の販

売手数料で約１，９００万円、リサイクル化事業として取り組んでいます資源回収奨

励事業補助で約１，１００万円で、合わせて約６億１，０００万円の経費を要してお

ります。 

廃棄物・リサイクル対策の優先順位は、第一に発生の抑制、第二に再使用、第三に

再生利用、第四に熱回収、第五に適正処分であります。再生利用される資源ごみの中

には、ペットボトル、アルミ缶、白と茶のビンなど収入になるものもありますので、

この優先順位に従ってごみの抑制や正確な分別に取り組むことが経費削減にもつな

がって参ります。 

今後広報等により市民の皆様のご理解をいただき、ごみを出さない工夫、まだ使え

るものの再使用、資源ごみ、燃やせるごみ、燃やせないごみの分別の徹底に取り組ん

で参りたいと考えております。 

次に、生活系ごみ処理の有料化につきましては、県内では８市町、うち市ではあわ
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ら市と坂井市が行っております。このうち、燃やせるごみ袋の４５リットルで料金の

比較をしますと、あわら市と坂井市が３０円と高く、他の市町では２５円から１５円

となっております。 

しかしながら、この料金では、広域圏清掃センター負担金のうちの搬入量で計算さ

れる負担額をも満たしていないことから、今後、財政状況を見極めながら料金の増額

を検討していかなければならないと考えております。 

次に、家電リサイクル法にかかる家電４品目のリサイクル料金については全国共通

ですが、手続きを家電販売店や収集運搬許可業者へ依頼した場合には、その手数料が

上乗せされるので処分料金が業者によって異なる場合があります。 

広域圏清掃センターで引き受けができない金属性粗大ごみについては、市内に処分

引き受け先がないため、市が年１回各地区ごとに収集を行っておりますが、家電リサ

イクル法にかかる家電４品目やパソコンは回収・リサイクルの流れが明確に定められ

ており、また、バッテリーやタイヤ等は販売店で回収を行っていることから、市は回

収を行っておりません。 

家電４品目の収集運搬について市の許可を受けている業者は市内に５社あり、いつ

でも回収を行っており、市が回収を行っても不法投棄の防止につながるとは、考えに

くいことから、今のところ市が回収を実施する予定はございません。 

なお、従来から実施しています不法投棄パトロールを、福井県坂井健康福祉センタ

ー等と連携を密にして、さらに強化して参りたいと考えておりますので、ご理解をお

願いいたします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） ただ今、ご回答いただきまして、１番目の質問につきましては、

厳しい財政状況に対する対応策、特に行政改革による徹底した経費の削減、職員の削

減や施設の統廃合と、いろいろ手を打っておられることは、よく理解しているところ

でございますが、先ほどの報告で、実質公債費比率が１７．６％と非常に微妙な数字

でございます。 

今後、中学校、新幹線、数多くの事業が控えております。できる限り合併特例債を

使って、返済負担を軽くしてやっていただきたいと思います。 

市長、理事者の皆さんの適切な舵取りと、リーダーシップを発揮していただくと共

に、私達議会も、厳しくチェックをしながら、お互いにやって行きたいと思います。 

第一問につきましては、意見でお願いをいたします。 

第二問でございますが、ゴミ処理に広域圏の負担金を含めまして、６億円という多

額の経費がかかっているという事がわかりました。 

尚、容器包装リサイクルする場合、受け入れ体制が整っていないと、民間委託をし

なければならず、これを行なった場合に経費増が見込まれるという答弁でしたが、ど

れくらいの増になるのかをお答え願いたいと思います。」 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 
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○議長（山川 豊君） 市民生活部長、山田君。 

○市民生活部長（山田重喜君） 笹原議員の再度の質問にお答えをいたします。 

経費増でございますけれども、あわら市といたしまして、現在、約、笹岡の清掃セ

ンターに１万トンのゴミを出しております。プラスチック製で行きますと、約２％、

従いまして約２００トンでございます。 

トン当たり３７,５００円でありまして、処理の委託料として７５０万円、それか

ら収集の委託料ですね、分別しますと、これやはり月２回やるということでございま

して、これが２５０万ぐらい。更にこれ用のゴミ袋を作成しなければならないと、大

体４万枚でございまして、単価１５円といたしまして６０万円、合わせまして１,０

６０万程度が、これあくまで試算でございますけれども、経費増になると思われます。 

以上でございます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ２番、笹原幸信君。 

○２番（笹原幸信君） ２回目の質問でございますが、それだけの経費増になるのに１，

０６０万円ですか、なぜ県は実施をすすめるのか、その点もお伺いしたいのと、先ほ

ど家電リサイクル法に関するゴミについては、市では回収できないとの回答をいただ

きましたけれども、行政の考えは考えであると思いますが、客観的にそういう結論を

出されたのか、個人で業者で持ち込むというのは、中々大変なもので、指定された場

所にリサイクル品を、例えば芦原庁舎、金津庁舎と２ヶ所ほど場所を決めて持ち込め

ば住民の皆さんの利便性も図れるのではないかとそんなふうにも思います。 

再度、ご答弁をお願いします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市民生活部長、山田君。 

○市民生活部長（山田重喜君） 笹原議員の再度の質問の件でございますけれども、ま

ず県の考え方でございますけれども、これにつきましてはゴミの最終処分場でござい

ますけれども、これにつきましては今後、いわゆる新設等がですね、段々困難になっ

てくるということが予想されております。従いまして、この排出量をですね削減する

為、もう一点はですね、これを資源化することによりまして、いわゆる焼却処分の減

量に努めるという事でございます。 

それから２点目の家電リサイクル法の収集の件でございますけども、やはり昨今の

行政のですね、行政業務の中で、やはり委託というのがございまして、やはり民間で

できる物は民間でお願いすると、当然これは市が回収いたしますと、経費もかさむわ

けでございまして、やはりこういう状況でございますので、市としては回収を考えて

いないという事でございますので、ご理解を賜りたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（山川 豊君） 暫時休憩をします。 

午後１時から再開をします。 

（午前 11時 55 分） 
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○議長（山川 豊君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 13時 01 分） 

 

◇山口峰雄君 
○議長（山川 豊君） 通告順に従い、５番、山口峰雄君の一般質問を許可します。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ５番、山口峰雄君。 

○５番（山口峰雄君） 議長のお許しがでましたので、品目横断的経営安定対策につい

て、市の取り組みについて質問させていただきます。 

この問題については、昨年９月議会において橋本議員、１２月議会において篠崎議

員が質問されていますので、またかと思われる方もおられるかと思いますが、１年が

経過していますし、今月から転作麦の申し込みが開始しておりますので、その後の取

り組みによる進行状態と現状がどうであるかについて質問をさせていただきます。 

今、国は担い手を対象とする品目横断的な新たな経営安定対策を平成１９年度産か

ら導入しようとしています。 

戦後、農政の中で農地解放についでの大転換といわれています。全農家のうち、大

部分の第二種兼業農家は国の保護が受けられないようになります。 

今まで麦について申しますと、１０万人の農家が麦６０キロ当たり、６,９００円

の補助がありました。しかし、１９年度産の麦からは一銭ももらえません。 

大豆についても、約５万人の農家が６０キロ当たり、８,５００円の補助金をもら

っていましたが、これもゼロになります。 

すなわち、第二種兼業農家は国から見ると、もう農家ではなくなるわけで、そこで

私達第二種兼業農家は、集落ぐるみでまとまって組合を作り、担い手として認めても

らわなければなりません。そうして、１９年度産から始まる、品目横断的経営安定対

策に載らねばなりません。そうしないと、益々農家はやっていけなくなり、耕作放棄

が拡大して、集落の環境が崩壊してしまいます。 

そこで国の農政の窓口となる市の取り組みが重要になってくるわけです。市の農家、

集落への周知徹底についてお伺いします。 

今まで集落にどのような説明、指導をされてきたか。先ほど申し上げましたが農政

の大転換となるわけです。もっと積極的にＰＲすべきだったと思いますがいかがお考

えでしょうか。私としては、充分でなかったのではないかと思ってます。私の周りを

眺めてみても、農地解放以来の大転換などという認識はないように思います。 

昨年の橋本議員の一般質問では、行政には農家の意識改革、あるいは集落ごとの主

体的対応を啓発する説明責任があると申されています。これに対して経済産業部長は、

各農家に充分浸透していないのが現状であります。昨年の段階ではこう認めておりま

す。 

あわら市があわら市地域担い手育成支援会議を立ち上げたり、集落営農推進チーム
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を編成したり、広報やチラシを用いた、各農家への周知徹底を図ると述べています。

また、自分達の集落社会をどのように守って行くかを考え、集落の皆々を引っ張って

行くリーダーの確保と育成が課題だとも述べています。 

そこで、市側として昨年から１年間の間に大変な努力をされてきたと思います。充

分浸透しているとお考えでしょうか、回答を求めるものであります。 

その中で担い手として認められた認定農業者数、特定農業法人、特定農業団体の数、

品目横断的経営対策に乗れないであろう農家数、集落数についてお尋ねします。 

橋本議員が述べられた乗れない農家への利益はいくらぐらいになるかもお示し下

さい。 

あわら市のパンフレットに平成１９年品目横断政策への移行に関して、あわら市へ

の影響額試算がありますが、ただ今の現状であわら市全体でいくらになるのか試算し

て発表して下さい。 

農地が足らないと、規模用件等に無理な集落、意識が高まっていない為に合意形成

ができていない集落等の理由で集落営農生算組合を立ち上げるまで行っていない地

区があるかと思います。そんな集落の為にこれからどのように対応、指導して行くの

か、何か良い施策を考えているのかについてお尋ねいたします。 

また、昨年の橋本議員の質問の中で、担い手育成の為の市独自の財政的支援策に対

する答弁の中で、担い手育成の為の財政的支援策につきまして、現時点では国や県の

補助事業を最大限に活用いたしまして、一部市の上乗せ補助を行いながら、可能な限

り認定農業者や集落営農者への支援を実施して行く考えでございますと答弁されて

います。１年経過した現在、どのような上乗せ補助があるのかお尋ねいたします。 

担い手育成が充分行なったとして、国の補助金はいただけるようになりますが、果

たしてうまくやっていけるのでしょうか。認定農家、会社組織の農業法人は一般の会

社と同じで、自己責任の世界なので別として、特定農業法人、特定農業団体の場合は

非常に不安があります。組合員の権利が出資金の大小によらないということです。人

一人一俵ということに、組合員一人一表という事になります。従って代表者の力が弱

く、機動的、効率的な運営が出来ないということです。ソ連のソルホーズ、ソホーズ

に似たような組織であるのではないかと思います。組合員は能力に関係なく、皆平等

に扱いをしなければならないということです。 

行政側の指導として、集落単位で、集落営農組織をつくり、農事組合法人、特定農

業団体にすれば、この組織を担い手として認定する、そうすれば今回の安定対策に乗

れます、という指導をしてきていると思います。しかしその後、乗った後については

語ってくれていません。 

私共の試算によると、米の生産では赤字になると計算されています。従って米以外

の収益を図らねばならないのではないかということになります。 

まあ下駄とかならしといって、所得変動緩和対策により所得の保証をするといって

いますが、これは過去の所得に対して、極端なる減益となったとき、また外国から極

端に低価格で麦、大豆が入ってきたとき等に対応されるとなっております。 
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そういった事で、これがうまく進んだ時には、まだそういった面で非常に不安があ

り、先行きどうなるかということが心配しております。 

ということで取り合えず、１回目の質問を終わります。ご答弁お願い致します。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） 山口議員のご質問にお答えいたします。 

議員ご指摘のとおり、この対策の取り組みについては、戦後行われた農地解放以来

の農政改革と位置付け、昨年の９月議会を始め１２月議会など機会あるごとに行政報

告や一般質問に答える形でご報告をして参りました。 

まず農家への周知徹底については、各農家へのＰＲを、チラシ等を用いて農家個々

に周知徹底を図ってきたところでありますし、県やＪＡと協力しながら、地区毎のヒ

アリングやＪＡの営農座談会、さらには直接集落へ１３０回以上も出向き、さらなる

指導を図ってきたつもりでございます。 

その甲斐がありまして、今議会の行政報告でも申し上げましたように、特定農業法

人が２５法人、また、任意の特定農業団体が５団体、立ち上がる予定となっておりま

す。なお、１９年産の麦の取り組みにつきましても、概ね９割程度がこの政策に乗れ

るものとなっておりますし、これらの数字は、県内の他市町と比較いたしましても、

自信をもって誇れる数字であるものと思っております。 

また、この施策に乗れなかった農家の減収額は、大麦で１俵当たり４，５００円、

大豆で１俵当たり８，５００円と見込まれますが、今後の対応策としては、次回の米

や大豆の加入申請時期の６月３０日までには、再度、集落営農の取り組みや認定農業

者の育成を、指導して参りたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 

なお、市独自の助成につきましても、国や県の補助事業を最大限に生かしながら市

としてもできる限りの支援を行ってまいりたいと考えております。 

次に、農業法人等の将来の見通しについては、農業法人の形態は、集落個々の目的

に合った形態で取り組まれるべきであり、議員ご指摘の集落の農用地利用改善組合で

定める特定農業法人や特定農業団体では、主たる目的が集落の農地保全であります。

しかし、組織運営のための経営感覚は必要不可欠なものと考えており、市行政といた

しましても、県農業会議などと連携しながら、経営感覚を身につけるための農業簿記

講座や運営カウンセリング等の支援を、今後とも継続して行って参りたいと考えてお

りますので、ご理解を賜りますようにお願い申し上げます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） はい、５番、山口峰雄君。 

○５番（山口峰雄君） ５番、山口です。 

ただ今のご答弁に対して再質問をさせていただきます。 

品目横断的経営安定対策の周知徹底について大変なる努力をしてきたとの答弁を

いただきましたが、ここで周知徹底の進み方具合について、数字によって説明を求め

ます。 
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昨年の答弁では充分浸透していないとのことでしたが、今年は非常浸透したとのお

話しです。では担い手として認められる特定農業法人、特定農業団体の昨年と今年の

数、特定農業法人、特定農業団体を組織した農家に対する、全農家に対する割合、組

織化率についてお尋ねします。 

また県内の他市に比べても進んでいるとの答弁でありますが、福井市、坂井市に同

様の数字が解ればお示しください。 

１９年産の麦の取り組みにおいて、概ね９割程度がこの取り組みに乗れるとの答弁

ですが、あわら市の農家の概ね９割が麦の取り組みを開始し、来年は米においても担

い手としての取り組みが可能となった理解してもよろしいでしょうか、お尋ねします。 

市独自の支援策について、昨年の答弁では一部市の上乗せ補助をおこないながら、

云々となっていましたが、今年の答弁ではそれが削られており、後退した感がありま

すが、市独自の財政的支援は考えていないのでしょうか、再度お尋ねします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 経済産業部長、平田幸一君。 

○経済産業部長（平田幸一君） 山口議員の再度のご質問にお答えいたします。 

まず１点目でございますけども、経営農業法人、経営農業団体の組織の数でござい

ますけれども、特定法人といたしましては昨年は１法人でございました。今年に入り

まして、先ほども申しましたとおり、２５の法人が、特定農業団体につきましては昨

年はゼロということで、本年につきましては５団体設立予定になっているところでご

ざいます。 

また、市全体の割合という事で、各組織の農家戸数の率という事でございますけれ

ども、これにつきましては今現在、組織団体の加入申請が出てきております。その中

でこの加入の農家数等については今からの申請の段階で把握できるわけでございま

すので、農家数に対する割合というのは、今のところは出してございませんけれども、

集落数におきましては、あわら市全体で８９集落、そのうち４５集落についてなんら

かの対策が出てきているわけでございます。率にいたしまして５０．５６％、また面

積にいたしますと、あわら市の面積２,６００町歩、そのうち１,８７０町がこれに乗

るというような形で、率にいたしまして７１．７％が見込まれているところでござい

ます。 

次に近隣の品目横断的経営安定対策の状況ということでございますけれども、本年

度の秋の麦に係ります、品目横断的経営安定対策の申請が、皆さんご存知のとおり９

月１日から１１月末までという形の中で、現在、麦の播種期において集落単位で話し

合いを行なっている最中であると思います。 

また、一概に担い手の幅と申し上げましても、ご承知のとおりと思いますけれども、

その地域によりまして平坦地、また山間地、各集落を取り巻く立地条件、圃場条件も

それぞれ異なっている所でございます。このような中で各市町においても同じ状況で

ございます。そういう意味におきまして、各市町におきましてはそれぞれ地形的な形

の事情というものがございまして、現在、申請期間中ということで今だ流動的な要素
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があるということで、各市町毎の担い手カバー率を把握していないという事で、麦に

つきましては１１月の中頃には出るのではないかなと思っております。 

更に来年の４月から６月３０日まで、大豆等の申請という事で最終的な条件につき

ましては、その後に出るのではないかと思っておりますので、議員ご指摘の福井市、

坂井市につきましても、まだはっきりした数字は出ていないということございますの

でご理解をお願いしたいと思います。 

それから１９年産米のことについて、この担い手の取り組みが可能かという事でご

ざいますけれども、我々といたしましても、これは可能だというように考えていると

ころでございます。 

最後に市独自の財政支援というようなご質問でございますけれども、品目横断的経

営安定対策について、新たな財政支援というのは中々難しいわけでございますけれど

も、国、県の補助を最大限に活用し、市の支援も考えて行きたいと思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

○議長（山川 豊君） 暫時休憩をします。 

（午後 1時 20 分） 

 

○議長（山川 豊君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 1時 22 分） 

 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） はい、５番、山口峰雄君。 

○５番（山口峰雄君） ２回目の質問をさせていただきます。昨年の今ごろは充分浸透

していなかった施策が、１年間で充分浸透したとの認識ですが、果たしてそうでしょ

うか、私も本年６月頃から、部落の生産組合の立ち上げに関与してから、やっと少し

危機感が出てきたわけです。品目横断的という言葉ですら全然理解していませんでし

た。私の回りの人達も同じ意識だと思います。 

農地解放以来の大改革が、１年そこそこで充分浸透するのが不思議だなあと、私は

思います。補助金が貰えなくなるからといって、急いで集落営農だといって集落化し

て良いのだろうか不安に思います。 

先ほども申しましたが、農地解放は強制的でしたが、今度の政策は自己責任で参加

するので、うまく行かなかったからといって、自分が悪い事になります。一度乗って

しまったら降りる事はできません。トラクター、コンバイン等の農機具も売り払って

しまった後だからです。 

生産組合が赤字になり、解散した時、解散しないまでも毎年毎年、赤字で組合員に

その負担をしてもらう状態になったらと考えると、最後は解散、耕作放棄しかないの

ではないでしょうか。 

答弁にもありましたように、農地保全が目的の生産組合に黒字を期待するのは無理

ではないでしょうか。 
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経営感覚が必要だとおっしゃいましたが、サラリーマンや百姓のおじさんに期待で

きるでしょうか。大きな会社の社長さんでも、失敗して倒産する会社があるからです。 

行政は組合法人を進めていますが、組合員の権利が強く、機動的な運営が出来ない

点も心配の種です。 

皆が参加する集落営農と言っても、半分以外の人は田んぼはもう任かしたという気

分になると思います。一部の農家、その他の非農家という図式になると思います。急

激な変革は大変危険で、消化不良を起さないかと心配しております。 

また、坂井北部土地改良区の償還は終了しましたが、今後用水設備の老朽化や大規

模改修の必要性が出てくると言われています。新規事業を立ち上げて対応しなければ

ならないようにも聞いております。 

農地保全が目的の生産組合では、この場合の負担は地権者にかかってくると思いま

すが、今まで地権者イコール、第二種兼業者の方が多かったのですが、担い手に集約

されてくると、地権者イコール、非農家が多くなり、大規模改修の負担の同意を得ら

れなくなるように思います。 

土地改良などの生産組合の生産性向上のための投資の場合はなお更です。中々同意

が得られないのではないでしょうか。生産組合が負担するという事になったとしても、

潰れてしまったら地権者にかかってくる事になります。 

いろいろな心配事を申し上げましたが、地方自治が叫ばれている昨今、国の施策を

そのまま実行するだけでなく、市独自の取り組みを期待して、質問は終了させていた

だきます。 

ご答弁は結構でございます。 

 

 

◇坪田正武君 

○議長（山川 豊君） 続きまして通告順に従い、９番、坪田正武君の一般質問を許可

します。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ９番、坪田正武君。 

○９番（坪田正武君） 通告順に従い、９番、坪田正武、一般質問をさせていただきま

す。 

まず第一の質問をいたします。 

黒谷川河川増水による、県道水口・牛ノ谷線にかかわる横断排水口と宮谷川での排

水路の改修をお願いいたします。 

災害は忘れた頃にやってくるといいますが、昨今は地球温暖化の現象から、毎年国

内のどこかに痛ましい災害に見舞われております。 

福井県内を初め、当あわら地区においても、７月１５日未明から７月１９日にかけ

て、激しい雨が河を溢れさせ、２年前の福井豪雨を思い出させるような状況で、雨量

も、総雨量で福井市で３５４ミリ、坂井市三国町で３５６ミリ、当あわら地区では４
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１３ミリと過去に例のない激しい雨が降りました。 

県は知事を本部長とする災害対策本部を設置し、同時に当あわら市においても災害

対策本部が設置され、吉崎地区では御山の法面崩壊の為、２世帯が自主避難、また１

０世帯２１人に避難勧告が出され、また同時に矢地観測地点では、午前６時に危険水

位４．７４ｍを突破し、民放のテレビでは現地より、危険水位の状況が生放送されて

いました。 

しかし、危険水位が突破したのはここだけではありません。計速度測定ではありま

せんが、あわら市地区、それぞれの河川で、河川増水の被害があり、過日、７月の豪

雨に対する報告が７月３１日の全員協議会で被害状況を確認したところであります。 

その被害として、具体的に現れてきませんが、大雨が降るたびに不安に怯える地域

住民があることを忘れないで下さい。 

それは黒谷川の増水で、県道水口・牛ノ谷線にまたがる排水口が小さい為、多量の

流量を裁ききれず、自然と上流の地域の水位があがり、しいては高塚区、中央区まで

の路上に水が溢れる事が考えられます。 

その原因は次の事が考えられます。黒谷川の排水は市道十日・嫁威線の交差点より、

２回路に分離され、ひとつは高塚区内を、もうひとつは旧国鉄三国線の跡地に出来た

県道金津・芦原線と並行に側溝を設け、宮谷川に排水されるようになっているからで

す。 

この側溝の幅が狭く、大量の水を裁ききれない。幸いトンネルの入口に流木等の遺

物が引っかからなかったから大事に至りませんでしたが、遺物が引っかかれば水位は

みるみる上昇し、床下浸水、道路冠水による、市道、県道等の通行止めに発生する所

であります。 

二番目に黒谷川の上流は、清王、山十楽等の水がほとんど黒谷川に流れ込むわけで、

この水が高塚区内の真中に流れている事は、予測できない事が考えられ、地域の方々

は大雨になる度に不安に怯えています。そのために県道水口・牛ノ谷線の横断の排水

口の回収と県道水口・牛ノ谷線から宮谷川までの排水路の改修をお願いしたいもので

あります。 

災害は他人事でなく、私達の身近な問題として捉えていかなければなりません。現

場の状況を把握し、迅速に対応する事が被害を最小限に食い止めるひとつの対策では

ないかと思います。 

以上、本件に対してお答えをお願いいたします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） 坪田議員のご質問にお答えいたします。 

黒谷川につきましては、山十楽、清王、高塚地係の約１０ヘクタールの農地の農業

用排水路として機能をしているところでございます。 

この河川の増水による排水処理対策については、これまで種々検討を行い、過去に

は市道十日嫁威線及び市道５５０号線の横断排水路の断面改修を行なっているとこ



 

 43 

ろであります。 

しかし２年前の台風による大雨では、これらの措置にもかかわらず、この排水路の

増水によって、床下浸水や道路冠水による市道の通行止めが発生をいたしています。 

市といたしましては、これに対処するため昨年度、黒谷川排水路の流量解析を実施

いたしたところですが、その結果、県道水口・牛ノ谷線の横断排水路の断面改修が必

要と検証されましたので、三国土木事務所に対して改修の要望をしているところでご

ざいます。 

併せて、現在、中央区の流末排水につきましても黒谷川排水路に合流いたしており

ますので、それらも含めて、今後、検討していきたいと考えておりますのでご理解を

お願いします。 

また、排水路の維持管理につきましては、坂井北部土地改良区において、適正な維

持管理をするよう指導して参りたいと考えております。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ９番、坪田正武君。 

○９番（坪田正武君） どうもありがとございました。 

今ほどの市長の答弁からですね、河川は全部あわら市が管理するものと思っており

ましたけれども、今のお話しによりますと、坂井北部土地改良区がいろいろ管理をし

てるんだという事を改めて確認した所であります。 

よくですね、大雨等々のですね、状況を全国のテレビなんかで、地元住民のインタ

ビューを聞きますとですね、こんな被害は生まれて初めてだとかですね、過去に例が

無いとか、あっという間に逃げるのが精一杯で、着の身着のまま来たとか、いわゆる

予期せぬ事がですね、最近非常にテレビ放映なんかされておりまして、そういう事を

聞きますとですね、私達他人事みたいな事で安全な所でテレビを見ているわけですか

ら、安心して見てるわけですけれども、被害近くにいる方はですね、これを見ること

によって他人事でないなと、こんな事を思ってるのではないかと思います。 

私はこの１７日の日にですね、高塚なり中央区の状況を朝、６時半頃に見に行った

わけですけれども、ちょうど高塚区内に入る河川はですね、民家がずっとありまして、

それぞれブロックで積んだり、石垣で積んだりしております。これも石垣で積んであ

りますが、ひとつぐらいこけますとですね、それが糸口になって、住宅の基礎の崩壊

になる可能性もありますので、ここら辺のことをぜひ、ひとつ改修して欲しいという

事が私の気持ちであります。 

いずれにしましてもですね、トンネル改修となりますと、県道の改修だとか、将来

を見込んだ新幹線とか、そういった都市計画も含んでの改修も絡むかと思いますので、

今すぐというのは中々難しい面もあるかとおもいますけども、ぜひひとつ、これを前

向きな形でですね、目に見えるようなご答弁を最終にお願いして、私の質問を終わり

ます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 土木部長、絹谷忠典君。 
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○土木部長（絹谷忠典君） 坪田議員の再質問にお答えいたします。 

平成１７年度に実施いたしました、黒谷川流量解析によりますと、現在の冠水確率

２、３年を１０年確率に高めますには、県道の横断ボックスを縦横１ｍから１．８ｍ

に改修すべきとの検証結果が出ましたので、これを元に県に対しまして、地元の役員

の皆様と共に県に強く要望してまいりたいと考えています。 

なお、中央区の流末排水路が黒谷川に流れている事も要因のひとつでございますの

で、この黒谷川に余計な負担がかからないように、別ルートに分離する事も検討が必

要と考えているところでございまして、抜本的な排水対策といたしましては、今後、

新幹線関連といたしまして、平成２６年度の開業を目指しまして、駅前からのアクセ

ス道路の新設、また、高塚誇弧線橋の改修等、駅前周辺整備事業が具体化をしてまい

りますので、その中で福井県坂井北部土地改良と協議しながら、検討してまいりたい

と考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

◇穴田満雄君 

○議長（山川 豊君） 続きまして通告順に従い、１６番、穴田満雄君の一般質問を許

可します。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １６番、穴田満雄君。 

○１６番（穴田満雄君） ただ今、議長の指名がありましたので、次の事について質問

をさせていただきます。 

質問に入る前に、先日の新聞でしたけれども、北海道の夕張市が財政破綻をし、自

治体再建には４０年から６０年が必要となり、また、その間住民に大きな負担と、こ

ういうショッキングな見出しが新聞に出ておりました。 

その内容は、かつて産炭地として栄えた、北海道夕張市が生き残りを賭け、観光産

業に過大な投資をした事などから、通常の収入にあたります、標準財政規模、これは

地方公共団体の一般財源の標準規模を示すものですが、これが約１４倍にもなって、

総額６３０億円を越える負担を抱え、６月に民間企業の倒産にあたります、財政再建

団体の申請を決めております。 

石炭産業が栄えていました、１９６０年には人口が約１１万７千人おりましたけれ

ども、２００６年の６月には人口が１万３千人となり、ピーク時の約１割という大幅

な人口減少や石炭産業から観光業への転換を目指し、積極的に事業を展開した事が失

敗の原因と言われております。 

それでは財政再建団体指定になると、住民に対してどのような負担増となるかの一

例は、これはあくまでも夕張市の事なんですけれども、住宅、水道、汚水処理等の公

共料金の値上げ、あるいはスポーツ施設、ホール等の利用料の値上げ、それから商工

会等、公的団体に対する市の助成金の削減、保育料等の値上げ、道路、施設等の建設、

保守の中止、または遅延、最後に清掃等、一般事業の取りやめ、削減等、住民に大き
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な負担増となっております。 

このようなショッキングな話しはこれぐらいのしておきまして、ところで総務省が

本年度から自治体の財政健全度を示す、新しい指標といたしまして導入した、実質公

債費比率の市町村の状況、底打ちですけれども、これが先月の２９日に発表されてお

ります。 

この実質公債費比率とは、総務省が本年度から導入した新しい財政指標で、自治体

の税収に地方税を加えた、標準的な収入に対する借金返済額の割合を示しております。

従来の起債制限比率には反映されていなかった、一般会計から特別会計への繰出金、

及び公営企業への元利償還金等も含まれており、自治体の財政実態をより正確に把握

できると共に、地方分権の一環として本年度から国や都道府県の許可、この許可と言

いますのは地方債の許可方針のことで、起債をする時は当分の間、総務大臣または都

道府県知事の許可を受けなければならない事となっております。 

これは地方自治法で決められております。この許可が無くても地方債を発行できる

協議制に移行されました。しかし、実質公債比率が仮に１８％以上になりますと、新

に地方債を発行して借金をする場合、財政運営の計画を立てて、国や都道府県知事の

許可が必要となり、２５％以上にもなりますと単独事業の地方債が一部認められなく

なり、起債制限団体という事になってしまいます。 

そこでお尋ねいたしますが、まず一つ目といたしまして、当市の１８年度当初予算

では、実質公債費比率はどのくらいになっているのかと、二つ目ですが、起債制限比

率は地方債の許可制限にかかる仕様といたしまして、地方債許可方針に規定されたも

のであり、算式による比率の過去３年度間の平均となっておりますが、実質公債比率

もこれに準じているのかと、三つ目ですけれども、市町村の合併の特例に関する法律、

これ合併特例法ですが、これで認められております合併特例債も地方債の一部として

計算されるのか、この三つを第一回の質問として、答弁方よろしくお願いします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） 穴田議員のご質問にお答えいたします。 

平成１７年度の決算より新たに導入されました指標であります実質公債費比率は、

従来の公債費比率には反映されていなかった特別会計への繰り出し金や一部事務組

合への負担金などに含まれる公債費に準ずる額、いわゆる準元利償還金といわれるも

のをも対象としており、自治体の実態をより反映した財政指標となっています。 

さて、１点目の平成１８年度当初予算における実質公債費比率はどのようになって

いるかとのお尋ねですが、多くの財政に関する指標と同じように決算額の数値を基に

して算出するものでありますので、不確定要素の多い当初予算の段階では、それらの

指標は算出しておりません。 

しかしながら、今後の財政運営を円滑に行なうための経年予測は必要であります。

平成１７年度のあわら市の実質公債費比率は１７．６％となっていますが、この数値

は、平成１５年度から１７年度の決算数値から算出した３カ年の平均値であり、単年
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度の数値に関していえば、平成１５年度が１９．２％、平成１６年度が１７．３％、

平成１７年度が１６．３％と年々減少している状況にあります。 

また、合併後の起債については、可能な限り通常債から交付税算入が有利な合併特

例債等に振り替えております。これらのことから、平成１８年度の実質公債費比率は、

平成１７年度より１ポイント近く減少し、１６．８％程度になると見込んでおります。 

次に２点目の実質公債費比率の算出は、起債制限比率と同じく３年度間の平均であ

るかというご質問ですが、今程お答えしたとおり、当該年度を含む過去３カ年間の平

均値に基づくものであります。 

最後に、合併特例債についてでありますが、議員ご質問のとおり合併特例債も他の

地方債と同じく国の地方債許可方針、地方債計画等に計上されている地方債でありま

すので、地方債の一部として財政指標等に算入されるものであります。 

なお、実質公債比率等の算出に際しては、普通交付税で算入された額を控除するこ

ととされておりますので、合併特例債の場合は元利償還金の３割相当分が反映するこ

とになるものであります。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １６番、穴田満雄君。 

○１６番（穴田満雄君） １６番、穴田満雄。 

それではただ今の答弁ですと、平成１８年度の当初予算では不確定要素が多いと、

このために財政指標は算出していませんけれども、決算額では今、市長の答弁の中に

ありましたように、約１６．８％ぐらい見込んでいるという答弁でした。 

それでは単年度の数値の中で、先ほども私、質問の中でいいましたように、特別会

計の繰出金、あるいは公営企業への元利償還金への割合はどれくらいを占めておられ

るのかと、この点についてひとつお願いします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 総務部長、神尾秋雄君。 

○総務部長（神尾秋雄君） 穴田議員の再度の質問でございますが、従来の起債制限比

率と実質公債比率の差の部分をおっしゃるんじゃなかろうかと思うわけでございま

すけれども、平成１７年度の決算で見ますと、これまでの起債制限比率でいいますと

１０．３％でございます。 

それと先ほどの市長の答弁にもございましたように、実質公債費率で１７．６、こ

れ３ヵ年平均値でございますけども、この差を差し引きますと７．３％がですね、こ

れまで算入されておらなかった一部事務組合への負担金でありますとか、特別会計の

償還に回る分の繰入金、そういったものになるんじゃなかろうかと判断しております。 

よろしくお願いします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １６番、穴田満雄君。 

○１６番（穴田満雄君） １６番、穴田満雄。 

これは質問ではございませんけれども、最後に平成１７年度の財政状況、決算書で
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すね、決算書を見ますと、地方債の残高が２８６億５千万円、これ一般会計、特別会

計、あるいは事業会計の合計でございますけれども、それから債務負担行為、これが

２１億８千万円の計、３０８億３千万となっております。 

また、今後予定されます主な事業費ですけれども、北陸新幹線関連事業で約４５億、

それから嶺北消防組合負担金で７億７千万円、各小学校の耐震改修事業で１３億６千

万円、統合中学校建設に５５億円と、この他にもいろいろございますが、トータルし

ますと約ここ１０年間の間に、約１４９億の事業費が見込まれております。 

冒頭でも申し上げましたけれども、北海道の夕張市が財政破綻を来たしたのは、石

炭産業の行き詰まりから、観光産業に過大な投資をした事が原因とも言われておりま

す。この教訓を生かしまして、あわら市の標準財政規模に見合った、中長期的な財政

計画を建てていただき、健全なまちづくりに努力される事を強く要望いたしまして、

私の一般質問を終わります。 

 

 

◇北島 登君 

○議長（山川 豊君） 続きまして通告順に従い、６番、北島 登君の一般質問を許可

します。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ６番、北島 登君。 

○６番（北島 登君） 通告順に従いまして、６番、北島 登の一般質問を行ないます。 

通告しました質問内容は、放課後児童健全育成事業、あるいは放課後児童クラブの

改善についてです。 

当事業の現状と課題について、意見、質問を行ないますので、よろしくお願い致し

ます。 

では、早速始めさせていただきます。 

この事業は、子育て支援ですから少子化対策に伴った国策で、主として共働きの家

庭や一人親家庭、また、何らかの障害により、放課後家庭に保護者がいない世帯の子

供達、小学生の生活を保障し、いきいきと楽しく過ごせるようにと願って作られ、発

展してきた事業であります。もっと簡単にいいますと、仕事と子育ての両立支援事業

であります。 

当あわら市も旧金津地域では、平成９年４月１日から取り組んでおり、保護者の皆

様からは大変に喜ばれているところであります。 

あわら市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例によれば、事業対象となる児

童は主として小学校１年生から３年生までの児童であって、その保護者のいずれもが

次のいずれかに該当する事により、当該児童を健全に育成する事ができないと、所長

が認める場合にあって、かつ児童の同居の親族、その他これに類する者が当該児童を

健全に育成する事が出来ないと認める場合に、当該児童を事業の対象とするとありま

す。 
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内容につきましては、居宅外で労働する事を状態としている事、２は居宅外で当該

児童を離れて日常の家事以外の労務をする事を状態としている事、３番、妊娠中、ま

たは出産の日の翌日から８週間を経過する日までの期間以内である事、４番、疾病に

かかり、もしくは負傷し、または身体、もしくは精神に障害を有している事、５番、

長期に渡り疾病状態にあるか、また、身体もしくは精神に障害を有する同居の親族を

常時介護している事となっております。 

私が今回、いろいろと調査した中で、この放課後児童クラブの重要性を再認識する

文章がありましたので、ご紹介いたします。 

この文章は平成１７年１０月２０日、木曜日の国会の委員会での説明で、全国学童

保育連絡協議会事務局次長の発言が議事録に残っております。 

学童保育というと、放課後の僅かな時間で問題ではないというふうに思われておら

っしゃる方が多いように思います。ところが、実は学童保育というのは夏休み、春休

み、冬休み、そして今は土曜日も学校がお休みですから、土曜日も一日、子供達がそ

の学童保育の中で生活する、私共の計算では年間１,６００時間、子供達が学童保育

で生活しております。 

１,６００時間という数字ですが、小学校の低学年の子供達は学校にいる時間が、

１,１００時間ぐらいだという数字なのです。ですから、小学校低学年の子供達に取

ってみれば、小学校にいる時間よりも、学童保育で生活している時間が５００時間も

長いということになります。ですから放課後のわずかな時間ではないという事をまず、

ご理解いただきたいというふうに思います、とあります。 

もうひとつ、お子さんの作文をご紹介したいと思います。 

あるお子さんが、作文コンクールに出して優秀賞を取った子供の作文を読まさせて

いただきます。 

親が仕事から帰ってくるまでの間、親の代わりになって私達の面倒を見てくれる所

です。放課後児童クラブは、そこで指導員という人がいて、私達の親の代わりをして

くれます。学校から帰ってくると、おかえりなさいと一人ひとりに声をかけてくれま

す。そして、お腹がすいていると、おやつを作っていていてくれて、本当においしか

ったです。学童保育は小学校１年生から６年生までいて、兄弟が何人もいるようです。

私はお兄ちゃんしかいませんが、学童に通ったおかげで、お姉ちゃんも弟も妹も、何

人もの兄弟ができました、というふうにフジワラアイちゃんという子は作文に書いて

います。 

この２つの事から感じていただきたい事は、放課後児童クラブは単に放課後、行き

場のない子供達を預かるだけ、預けるだけの場所ではなく、安全で安心して豊な放課

後を過ごせる居場所なのです。 

この居場所の充実こそが、子供、保護者の切なる願いなのです。この事を踏まえま

して、お伺いします。 

この事業をどのように考え、どのように取り組んで行くか、また問題点、課題とは

何か、また千葉県では保護者、指導員が入った放課後児童クラブガイドライン研究会
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を立ち上げ、７回も研究結果を元とし、放課後児童クラブガイドラインを作成してお

ります。 

愛知県、高崎市では運営規準チェックリストにより、児童クラブの採点評価行なっ

て、達成率を見ております。その内容と照らし合わせてみますと、改善できる、また

しなければならないという点がいくつもあるように思います。 

ひとつ例を上げるならば、保護者との連携体制である、当あわら市には放課後児童

クラブの保護者会も無ければ、連絡所もない、申し込み用紙には緊急連絡先の携帯番

号の欄もない、もちろん本人が書くのだから問題がないだろうに。 

これからはあわら市独自の決め細やかな運営ができるように指導員の研修を実施

し、全ての子供達、保護者にとって最適なサービスが提供されるように努力し、取り

組むべきと考えるが、市として今後どのように取り組んでいくのか、また問題、課題

は何か、理事者の真摯且つ、建設的な答弁をお願い致します。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） 放課後児童クラブは、保護者が労働等によって昼間家庭にいな

い小学１年生から３年生に就学している児童を対象に、授業終了後に児童厚生施設等

を利用して適切な遊び及び生活の場を与え、その健全育成を図る目的で中央児童クラ

ブ他４ヶ所で実施をいたしております。 

児童クラブの日課は、宿題をし,みんなで楽しくおやつを食べたり、遊んだりの集

団の中でふれあいながら、保護者の帰りを待つ毎日であります。 

放課後児童クラブの対象児童については、スポーツ少年団が４年生から入れること

から、３年生までとしておりますが、地域事情等で４年生以上のお子さんもお預かり

しているクラブもあります。 

また、事業内容の充実につきましては、中央児童クラブ以外では、プールでの遊び

や、独自の対応をとっておりますが、中央児童クラブでは施設規模の問題や児童厚生

員数などから、今以上の取り組みは、難しい現状にあります。行政報告でも申し上げ

ましたが、中央児童クラブにおきましては、施設の収容状況から夏休み期間中は、申

込者数が予想を上回ったことから、古町児童館で開所したところでもあります。今後、

冬休み、春休みにおきましても同様の措置をとっていきたいと考えています。 

次に、利用料金につきましては、近隣市に比べ少し高い料金設定となっております

が、必要経費から利用者が応分の負担をいただくという原則から、ご理解いただきた

いと思います。 

また、お預かりしているお子さんの安全面につきましては、児童厚生員研修会等で

学んだ事項を職員同士で確認しながら、業務についております。今後とも今以上に安

全に配慮していきたいと考えております。 

今後とも、今以上に安全に配慮して行きたいと考えておりますので、よろしくお願

いを申し上げます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 
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○議長（山川 豊君） ６番、北島 登君。 

○６番（北島 登君） 二回目の質問をいたします。 

まず、今ほどおっしゃいました、古町児童館の利用、夏休みされてたという事です

が、利用率の方をお願い致します。 

それとですね、文部科学省が平成１６年から行なっております、地域子供教室推進

事業緊急三ヶ月計画と厚生労働省が行なっております放課後児童健全育成事業が内

閣府の少子化対策プランのなかにほとんど盛り込まれている状況にあり、内閣府の橋

渡しにより、平成１８年、本年５月９日に文部科学大臣、更に厚生労働大臣から合意

発表がなされました。 

仕事と子育ての新しい両立支援事業であります。子育ての環境を、そして子供が育

まれる環境を作って行く、仮称放課後子供プランが平成１９年度に予算化に向けて、

検討し始めています。 

 

その事を踏まえますと、放課後児童健全育成事業の特にソフト面を重点に、今現在

ある放課後児童健全育成事業のソフト面を重点に障害者の受け入れ体制の強化です

とか、各種団体、ボランティアの交流ですとか、年間、月間計画ですとか、防犯、防

災、感染に対するマニュアルですとか、レクレーションの体制など等、本年度中に完

全な状態に仕上げて置かなければならない事が多いと思うのですが、いかがでしょう

かお尋ねいたします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 福祉保健部長、清水芳文君。 

○福祉保健部長（清水芳文君） ただ今の北島議員のご質問にお答えをさせていただき

ます。 

今、中央児童館におきましては、この夏休み期間中に６０余名の申し込みがあった

ところでございまして、そのため古町児童館の方へ８名を回させていただきました。

そうした事で、古町児童館では８名の放課後児童クラブを預かったところでございま

す。 

中央児童クラブにつきましては、５３名でやっているわけでございます。先ほど市

長が申しましたように、非常に手狭なことになってございますので、そういう対策を

取らせていただいたわけでございます。 

それからもう一点でございますけれども、先ほど議員さんおっしゃるとおり、平成

１９年度に向けまして、国の方では総合的な放課後児童対策、いわゆる放課後子供プ

ランを作る予定をいたしてございます。 

これにつきましては特に教育委員会、或いは福祉部局それぞれが連携しながら１９

年度の放課後児童クラブに対する対応を構えたいと思いますのでよろしくお願いを

いたしたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ６番、北島 登君。 
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○６番（北島 登君） それでは３回目の質問をいたします。 

今ほど、順次対応していただけるという話を、今聞きましたので、その細かい内容

につきまして、まだまだ検討しなければいけない事かと思いますが、まず２点ほど、

今ほど申しました新しい、新放課後子供プランに対しての事でちょっとお聞かせ願い

ます。 

まず、全学年、全児童が対象と考えてよろしいのか。また、小学校幼稚園で運営す

る可能性があると考えていいのか。それ以外に、また違う事なんですが、現行の学童

保育が１９９８年４月に法制化されて８年目を迎えて、今、急激に増えています。当

あわら市と全く同じような状況でございます。 

当あわら市におきまして、今後、需要が増えている事を踏まえて、箱物、施設の事

はもちろん、土曜日の活動についての答弁もお願いいたします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 福祉保健部長、清水芳文君。 

○福祉保健部長（清水芳文君） 再度のご質問にお答えをさせていただきます。 

先ほど申しましたように、新たな放課後子供プラン、いわゆるこれは１９年度の国

の概算要求で、厚労省、あるいは文科省が予算要求している段階でございまして、詳

細な事業内容につきましては、まだ手元にありませんので、それが参り次第、また色々、

教育委員会とご相談しながら事業を進めてまいりたいと思ってるところでございま

す。 

また、土曜日の開設でございますけれども、それにつきましてもできる限りの対応

は取っていきたいと思いはございますけれども、それにつきましてもいろんな財政事

情を踏まえ、そういった事で色々協議する必要がございますので、検討課題にさせて

いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

◇関山博夫君 

○議長（山川 豊君） 続きまして通告順に従い、７番、関山博夫君の一般質問を許可

します。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ７番、関山博夫君。 

○７番（関山博夫君） ７番、関山博夫でございます。 

ただ今、議長のお許しをいただきましたので、早速質問に入らせていただきます。 

皆さんがかなり緊張してお話しをされておりますので、私はそんなに緊張する話しで

はないので、最初からお断りいたしておきます。 

ざっくばらんな今後のあわら市の、これから合併特例債切れるまでの１０年間、こ

れからのあわら市の輝かしき１０年間を予測してですね、こんなのはどうかなという

ようなお話しでさせていただくことを、お許しいただきたいと思います。 

さて我が市のですね、企業誘致につきましてでございますが、新たな企業誘致策が
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望まれるのではないか、それをどのようにお考えなっていらっしゃるのかという事で

ございます。 

それからもう一つは、二点目に、きららの丘というＪＡさんのやってらっしゃる、

いろいろ我が市がサポートして生み出された、ＪＡ花咲の経営状態、現状と今後につ

いて、今年の春から開業を開始した、きららの丘の経営状態はどうなっているのかな

と、それから新たな経営の可能性はあるかというような事、あるいは地産地消の事に

ついて繰り返し、以前もやらせていただいたんですが、それについてお話しをさせて

いただきたいと思います。 

物作りというのは、非常に大変であるというように、私はあんまり物作りをした事

がないんですが、いろんな細かい物からですね積み上げていかなければならない、本

当に細かい作業であると思います。 

私達のいろんなものも、すべて物作りというものから、私達が、人間社会が成り立

っているわけでございまして、そんな中で物作りという高度な時代、さらに消費者の

ニーズが非常に高まっている時代ですね、こういう商品があります、こういう商品が

あります、企画されてよければ取りますけれども、悪ければ捨てられてしまうという、

勝ち組、負け組が明確なそういう製品を生み出している工業の方々、大変な努力の結

果、いわゆる契約し、さらに利益を生み出し、我が市もそれの恩恵に与るんじゃない

かというように思うわけですが、そういう物作りの方々ですね、それのための企業の

方々をご理解いただいて、企業誘致をしていく訳でございますけれども、そういう意

味で意欲にとんだチャレンジャーがこの我が市に集られてですね、私達と共に笑顔で、

そういう市民の方々を含めた、笑顔の集積が出来るという事はどんなんだろう、行政

の企業に対するもろもろの配慮が誘致先をリサーチする企業家の立場に立った企業

誘致はあるのかという事でございます。 

我が市の経済基盤である農業、観光、商業、更に工業、その工業のですね、企業誘

致、工場誘致に対してどのようにお考えであるのか、集中と選択という時代といわれ

ている今日、わが市が生存し、更に存在し続ける企業基盤、先ほど穴田議員からもい

わゆる観光だけで投資して、莫大な投資をしてちょっとおかしくなっちゃったという

部分がありますけれども、やっぱり一元的な形ではなくて、いわゆる物作りというも

のは、これがだめ、この業界がだめならこっちがあるとか、こっちがだめならこっち

があるとか、いろんな形でものすごく異業種的な形での工業の工場、そして大きな工

場というのは社会的に見ると、ずっと昔からやっぱり利益を伴って発展してまいって、

どんな荒波にも耐え抜いているような、そういう船で言うと、がっちりしたようなそ

ういう船でないかなと、そういうように今、非常にセーフティーな業界の企業さん、

優良企業と言いますか、そういう方々に対してですね、そういう企業がいわゆるあわ

ら市にあったらいいんじゃないかという事は、市民は願ってるんじゃないかなと、市

民は最も強い期待感、関心を抱いてるのではないというように思われます。 

その企業誘致に対して、現実的で率直な施策をですね、市長に、いろんな事がござ

いますけれども、あわら市、２年目、３年目に入るわけでございますけれども、それ
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らについてのお尋ねをしたいわけです。 

あわら市の発展を考えますと、我が市の基幹産業である、農業や観光の振興はもち

ろんでありますが、積極的に企業誘致をし、地場産業の発展と雇用の喪失を図り、活

気あふれるまちづくりを行なわなければいけないのではないかと、自治は人であり、

まちは人である、従いまして人を取れば自治はまちでありますし、人が自治でありま

ちであります。そういうようなことの中で、このためにも企業誘致が我が市において

最も重要且つ、重大な施策であるのではないかということでございます 

いろんな所で見ますと、ＪＲの所へ行きますと看板なんかで、企業団地に来てくだ

さいみたいな事の誘致がですね、どうどうとなされているわけですが、各自治体に置

いては優良企業の誘致にしのぎを削っており、近隣の自治体ではさらなる企業誘致の

ため、優遇制度の見直しを行いですね、更に積極的に企業誘致を企業を誘致し、雇用

促進を図ろうとしている。先ほど本当に寒い話しも聞かされているわけですが、１０

何万人の人が１万人になってしまうというような、そういう一元的な産業の寄りかか

りではだめなんじゃないかと、下限的なものが必要なんではないかと、そのように思

われるわけでございます。 

そこであわら市ではパンフレットを作成してですね、企業誘致を図っているわけで

すね、このパンフフレットなんかもいろいろ精査いたしますと、ちょっと新しくなっ

ているんですが、少し施策がですね、ちょっと古いんじゃないかと、私が言うと語弊

がありますが、ちょっと時代にですね、もっと即応するべきでないかなと、というよ

うに思われます。 

この中を紐解きますと、魅力ある福井県あわら市の優遇制度、固定資産税の免除、

３年間、産業再配置促進補助金、電源立地促進事業等の優遇制度が謳われているわけ

でございます。 

いろいいろと他にですね、固定資産税の減免とか重点課題の７項目の制度、立地企

業に対する税制上の優遇措置、補助金、融資奨励金等の特別な優遇措置として各種助

成金の中で、ひとつには環境整備助成金、用地取得助成金、工場等設置促進助成金、

基盤整備助成金、さらに工場等緑化推進補助金、消雪補助金、企業立地促進助成金、

雇用促進奨励金の７項目が掲げられているわけでございます。 

その中で２番目のですね、用地取得の助成額では、１億円でございますが、ここで

要点はですね、操業開始２年後以内にですね、新雇用１５名、１５名があればなりま

すよと、またこの７番目の中の雇用促進奨励金においても、操業開始２年後の２０人

の新規雇用、それが正しいのかどうかわからないんですが、２０人となっています。 

さて他のところを比較してみますと、新規雇用では２人から３人、多くても 1０人

と、こういうようになってるわけです。比較するんですね、やっぱり経済というのは

全て比較でございますから、その比較をいたしますと片や１５、２０、これは２から

５、それから１０とかそういう数字がばらばらと見えるわけですね。そうなりますと、

それはどういう事かなと、来て欲しいのか来て欲しくないのかなと、そういうような

事で単純に考えればですね、私はどっちかというと単純な人間でございますから、数
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字を見て低い方が、数値が低い方がですね、いいんじゃないかなというように思うわ

けでございます。 

これを見ますと、あわら市の助成用件のハードルがかなり高いんじゃないかという

ように思われるんですね。これらの条件で果たして企業は積極的に、ご縁があれば、

たとえばあわら市出身であるとか、あわら市で子供の時に育てられて、こうプラスな

ものがあった、それならまたここへ戻ってくると思うんですが、そういうものが無け

ればですね、全くの他人の方が比較された時にどうしますか、あっち行きますわとな

るんではないかなと、いうように思われます。 

そこでですね、お尋ねをいたしますが、立地条件はもちろんでありますが、それは

イコールに近いのではないかと先ほど申しましたけれども、企業誘致、雇用促進とい

う激烈な競争に果敢に打勝ち、我が市の住民の雇用を積極的に促進するとういう優遇

制度というものの助成用件や助成限度額など、全体の見直しを行なうお考えがあるの

かということをお尋ねしたかったわけでございます。言わば我が市の市民が、我が市

で雇用する、他所いって働かない、私達の仲間が私達のところから雇用して行く、通

勤もそんなにかからないわけですから、それが一番最も自然なんではないかなと、更

に申し上げますとですね、隣の、お隣に出来ました新設坂井市では、今月招集される

９月定例市議会において、企業誘致のための優遇措置の条例改正案を提出するんだと

聞きましてですね、どんなんですかとこういうようにお尋ねしましたら、かなりこう

低い、更にですね新しいものだけじゃないんですね、要するに現在、行なわれている

企業経営の中でも拡大して行くならこうしようというような事がですねあるんだと

聞いて、詳しい事を教えて下さいといったら、これはだめだと、だめというように言

われ、なんでっていったら、これまだやってないから、発表してないのにそんな事言

えるかというような事で、どんなんですかと聞きますと、そういうような事がですね

出てきたわけでございます。 

格差が生じるのか、いやすでに生じようとしているのではないかと、我が市と、例

えばお隣、そういうものでいわゆる差がついてしまうんじゃないかと、このような危

機感があるわけで、私の中に生じるわけでございます。 

坂井市の新しい条例案につきましては議会承認が必要なんであるわけですから、詳

しい事は聞きませんが、聞くところによればかなり抜本的な条例の改正が行なわれる

ということであります。ということは、我々を抜きん出て、我々よりもですね先に行

ってしまう、それはいわゆる先行逃げ切りと言いますか、勝負でいいますと戦略的と

いいますか、そういう事があるのかなとこういうように思うわけでございます。 

又、現在、立派に操業されておられる企業各位に置かれましても、増設等の設備投

資を行なって固定資産税を払うんだという場合の企業の優遇措置もですね、いわゆる

あわら市の中であるのかなと、他所ではあるわけですから、建てたら建てっぱなし、

やったらやりっぱなしというのでは、ちょっと釣った魚にえさやらないというのでは、

ちょっとこれ問題かなと、そうじゃなくてもっとがんばって成長していただきたいと、

更なる、ようするに投資を我が市でやっていただきたいというようなこともですねあ
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るのかなというように思うわけでございます。 

企業誘致はあわら市の発展の根幹、そして生命線であると位置付けられております

が、あわら市を率いる、父である松木市長の前向な、力強いご答弁をお願いしたいと、

お願いしてもどうなるかどうかわかりませんけれども、向上的なですね、いわゆる我

が市は工場を建てるんだよ、要するに私達は農業と観光だけにぶら下がるんじゃない

よ、自らの力、あるいは側から入ってこられる経営者の人たちの力を借りて、いわゆ

る一体化してがんばって行くんだと、そういう力強いご答弁をですね、松木市長もい

ろんな問題をクリアしてこられましたんで、そろそろ前向きにですね、昔ＪＣにいら

っしゃったというような事も聞いておりますんで、何かそういう部分で企業化グルー

プに対して挑戦して行く、そういうような事がいるんじゃないかとそういうように思

っております。 

又、対策に対してですね、対策室等を創設してがんばるという事があるんじゃない

かと、なんで対策室がいるのかなとなりますとですね、見たんですね、いろいろと比

較してみたんですね、そしたら観光商工課の方で何人かで、こちょこちょとこうやっ

てると、いうことで本当に待ちの経営でいいますと、待ちの経営と責めの経営がある

んですが、あわら市においては経済産業部のですね、観光商工、商工観光課で、商工

労政グループという方がお二人いたっしゃる。隣の坂井市は産業経済部で商工観光課

に同じように、何とか係り、商工労政係りというのがあるんですが３名です。又、こ

の隣のですね加賀市へ行きますと、総務部政策課、企業誘致室に、室というのがある

んですね、これさっきはグループと係りだけですが、ここに部屋がありまして、お二

人いらっしゃる、商工観光課には商工係りの方がお一人いらっしゃると、だからあく

までもこれ、坂井市と加賀市とあわら市を比較すると、まあ１名少ないと、この１名

の差が非常に大きいんじゃないかと、まあこういうように思うわけでございます。 

そこでですね、企業誘致に関しましてはその辺りで終わらせていただきますが、次

に本年度オープンいたしました、営業開始した、きららの丘の営業、経営に状況、そ

して今後をお尋ねいたします。 

今年の春から営業を開始した、｢きららの丘｣の経営状況はどうなっているのか、又、

新たな経営の可能性はあるのかをお尋ねいたします。 

今年春から、｢きららの丘｣がＪＡ花咲ふくいさんによって営業が開始され、３ヶ月

あまりが経過した所でありますが、これまでの経営状況や来客数等の現状はどのよう

に推移しているのかお聞かせいただきたいと思います。 

又、｢きららの丘｣は坂井北部丘陵で生産されている野菜とかそういうものをですね、

いろんな農産物をですね、直接地元の消費者にお届けするんだという役割を担ってい

る施設であると聞いておりますが、いわゆる地産地消、これ前も私質問いたしました

けれども、学校の給食センターであるとか、あるいは地元の観光地で使うとか、そう

いう事についてですね、いろんな事での事をですね、ございましたらひとつ前向きな

力強いご答弁を、先ほどあわら市の父と言いましたけれども、松木市長になんとかひ

とつ、前向きなご答弁をいただきたいというように思って、質問に変えさせていただ
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きます。 

よろしくお願いします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） 関山議員の１点目の質問でございますが、企業誘致は、あわら

市にとって重要な施策と考えておりますが、多くの自治体も企業誘致に積極的に取り

組んでいる中で、企業誘致を現実のものにするには、各種の条件を備えていなければ

ならないと考えております。 

その条件とは、高速交通ネットワークの充実、安価な地価、地耐力の確保、上下水

道や電気等の完備であり、そのほか雇用対策や市の補助金等の優遇措置だと考えてお

ります。 

本市におきましても、７項目の助成金の優遇措置を条例で制定しており、用地取得

助成金については取得価格の３割以内で上限１億円を限度、基盤整備助成金は地耐力

調査費等の５割以内で５００万円を限度、工場等緑化推進助成金は工事費の３割以内

で５００万円を限度などの助成措置がございます、他の自治体と比較しても、助成金

そのものは遜色のない内容になっております。しかしながら、その交付要件が、最近

の進出企業には厳しすぎる感があるようでございまして、これまで交付の対象となっ

た企業が無いのが実情ございます。 

このことから、企業が進出しやすい要件を調査しながら条例の改正等も含めて今後

検討してまいりたいと考えております。 

なお、既存の企業の優遇措置につきましては、工業地域、準工業地域及び工業団地

内で操業している企業の新たな設備投資等につきまして、要件が合致すれば助成の対

象としております。 

また、人口増加と税収の増加を図るために、市外の社宅などから通勤している企業

の社員が、市内に住んでもらえるように、新たな助成制度も、企業の要望を聞きなが

ら、併せて検討したいと考えておりますので、ご理解をお願い致したいと思います。 

次に２点目でございますが、「きららの丘」につきましては、５月２７日のオープ

ン以来順調に推移しており、８月末までの販売実績は、野菜等の直販部門においては

累計額で９，４００万円、月平均では３，１００万円で、当初目標の２倍以上の販売

高があったとの報告を受けております。 

さらに、野菜の直売以外にも米パン工房やソバなどの販売も行われており、３ヶ月

累計で８３０万円の売り上げがあったと聞いておりますし、来場者数においても３ヶ

月累計で８万１千人、１日平均８００人の方が来場している状況となっております。 

今後は、秋から冬に向けた端境期の取り組みが問題になろうかと思いますが、他の

ＪＡグループなどとも連携をして販売品の充実を図っていきたいと考えております。 

また、「きららの丘」では、新鮮な野菜の販売が主なものとなっており、販売品の

鮮度については特に注意を払う必要があることから、毎日閉店後には売れ残りの野菜

等のチェックを行って、生産者自らが、それぞれ入れ替えを行い常に新鮮な野菜をお
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届けできるよう心がけているとの報告を受けております。 

そのほかにも、地産地消の観点から、新たな取り組みとして、７月と８月の両月に

おいて市内の保育所および幼児園に対し、月１回程度米粉パンを提供しているほか、

野菜についてもメニューに応じて提供をしておりますので、今後は安定した供給がで

きるよう充実させていきたいとのことであります。 

市といたしましても、丘陵地の畑作農業を支援するため「きららの丘」の会員の充

実とより多くの地元食材が市民に供給出来るよう指導して行きたいと考えておりま

すので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ７番、関山博夫君。 

○７番（関山博夫君） 質問はその程度なんですけれども、意見と言いますか、そうい

う意味で何事にもその待ってるだけではだめなんですね、やっぱり働きかけて行く、

功徳といいますか、そういう事が大事なんじゃないかと、やっぱり２年前、４年、３

年前ですか、福井県の知事がですね、トップセールス、リーダーのトップセールスと

いう事がいかに大事かという事を説かれて、ここ３年経過ごされたわけで、そんな中

で知名度の低かった福井県もここまで災害もあるし、いろんな事あるけれども、克服

して、福井がですね少しは有名になった、長寿福井と食もおいしいと、なんかそんな

事もですね前向きな部分も、ちょっと聞いていると暗くなりますんで、暗くならない

ようにですね、灯りを少しは保つ為にもですね、この松木市長のプラスの面をこれか

ら後２年間、がんばって発揮していただいて、私達に少しでもですね、富までは行か

なくてもゆとりをいただくように、笑顔をいただくようにですね、お願いして質問に

変えさせていただきたいと思います。 

これからもどうぞがんばっていただきますように、よろしくお願いいたします。 

議長（山川 豊君） 暫時休憩をします。 

再開は２時５０分からお願い申し上げます。 

（午後 2時 38 分） 

 

○議長（山川 豊君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 2時 50 分） 

 

 

◇向山信博君 

○議長（山川 豊君） 通告順に従い、８番、向山信博君の一般質問を許可します。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ８番、向山信博君。 

○８番（向山信博君） ８番、向山です。質問をいたします。 

改革断行と大儀をしてスタートしました小泉内閣も、５年の長きに渡り政権を担当

いたしました。今月末で交代という事であリますが、まだまだ改革半ばであるという
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ように思います。 

しかし、これまでの改革が果たして、私達、国民にどのような影響があったかと、

私はこの５年の間に、我が日本がいくつかの体験をしながらの状況でございましたけ

れども、少なくとも一般の我々に対しては、特に生活面では改革がきちんと実行され

て、そして我々国民にいい影響があったとは思いません。といいますのも、企業の、

大企業の努力によっての景気回復はございましたが、まだまだ地方にある中小企業、

零細企業におきましては、非常に厳しい状況であると思います。 

そしてまたいくつかの改革の中では、特に生活保護費における老齢加算の廃止、こ

れから益々、老人が増える中で、この社会保障制度は後退であるとしか思いません。

また、凶悪な犯罪や事件が益々増えておりますし、これらを取り締る警察官の増員と

いいながらも、末端で実務を担当する方々の数は決して増えたように思いません。 

赤字財政も改善をされておりませんし、また、中央官公庁の職員の天下りに対して

も、以前解消をしておりません。ましてや国会議員の数についても議論すらされてお

りません。まず自らが、処すという気持ちとしては、全くなかったように思います。 

郵政民営化をあたかも改革の本丸のように言ってきましたが、少なくとも地方、そ

して地方の中にある過疎地においては、決して有効な改革であるというようには思っ

ておりません。 

また、刺客まで送っての選挙でございましたけれども、そういうような事を思いま

すと、非常に恐怖の政治であったというように思われても仕方が無い時代だったなと

いうように思っておるところでございます。また、三位一体の改革といいながらも、

税源移譲につきましては依然として触れられず、地方交付税や補助金の削減しか目に

付きません。 

このように弱肉強食の格差社会を作ろうとしている事が、これでピリオドを打てる

のかどうか、非常に問題があったと思っています。しかしながら、このような事で我々

地方自治体が驚いているばかりでなく、今後は自らがきちんと汗と知恵を出しながら

改革をしていかなければならないというように思うわけでございます。そういう意味

においても、特に政府がやっております地方中心の考え方や、人口集中の要因を解決

するような、このような策が非常に大事であるというように思います。特に地方にお

いても、中心部だけの発展じゃなしに、市全体が、市民全体が公平公平にそのチャン

スをいただけるような改革でなければならないというように思うわけでございます。 

私達はこの期を転換年度と考え、他人任せでなく頭で考え、知恵を出し、手作りの

地域お越しをしていかなければならないというように考えている物であります。自分

達の地域の強みは何なのか、美しい山河なのか、住民パワーなのか、きちんと見極め

ながらこれまでの慣習にとらわれる事無く、発想の転換を図りながら、血の滲むよう

な努力をしなければならないというように思います。従って、行政においても市民へ

のサービスを考えながら、大胆な改革を断行していただきたいというように思ってい

るところでございます。 

まあそれに伴わず、支出の削減ばかりでなく、綿密な計算をした上での投資効果の
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ある事業の展開も必要であるというように思います。そのひとつとして、企業誘致を

事業として考えられないかということでございます。先ほど関山議員がこのことにつ

いて触れまして、いくつかの回答をいただきましたが、あえて再度、質問させていた

だきたいと思います。 

企業誘致は人口の増加、雇用の拡大、そして優良企業であれば法人税の増加も見込

まれるわけでございます。市長にお尋ねをいたします。現在、財政的に非常に厳しい

状況でありますが、１０年、２０年、３０年先を考え、先行投資的な工業団地の造成

の考えはあるのかどうか、また市が積極的に地域住民に働きかけるためにも、また立

地条件の調査も行なわなければならないということでございますので、そのような対

応の為の対策室の設置も必要と考えます。 

これらについての答弁をよろしくお願いしたいというように思います。 

次に、市の環境保全についてお尋ねをいたします。 

あわら市には産業廃棄物の中間処理施設、埋立地、砂利採取地等が異常と思えるほ

ど多くあります。このような環境の中で、もうこれ以上増やさないという方策を取ら

なければならないというように思います。 

それは県に申請をすれば業務が出来るというような状況の中で、県の管理体制や、

管理をする人の数が極めて疑問でございます。市はその事を認識しながら、その方策

を考えなければならないというように思います。 

自分で守るという事が大事であります。先ほども申し上げましたが、他人任せ、お

願いに浸りきっている事ばかりでなく、自らがその解決に向けて行動をしなければな

らないと思います。 

先日わかった事でございますが、私の住んでいる近くにあります、上野区の養鶏場

跡地に古タイヤの集積地のための工事が始りました。説明では輸出のために一時中継

地として利用をするということでございますが、それならばあの地は余りにも不便で

あるというように思います。焼却をしたり、何かおかしい事をするのではないかとい

うように勘ぐりたくのは当然だと思います。 

このようにあわら市の中には、考えられないほど多くのこういう場所があるという

ことについて、市民の皆様に認識をしていただきたいというように思います。 

私はこの思いを、この事を関係当局は真剣に考え、法的にどうしようもないから諦

めるのではなく、市民の皆様方に充分認識をしていただき、住民パワーを活用すると

か、知恵を出してこの事の対応をしなければならないというように思いますが、いか

が考えておられますかお尋ねをしたいと思います。 

以上で私の１回目の質問を終わらせていただきます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） 向山議員のご質問にお答えをいたします。 

新たな土地を取得造成し企業誘致を図ることは、市の収入や雇用拡大などで必要と

考えておりますが、企業の必要とする条件や要望を満たさなければなりません。また、
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全国の市町村における企業の誘致合戦を見ておりましても、先行して造成された土地

が、誘致されずにたくさん遊休地として残っているのが現状であります。 

このことから、厳しい財政状況の中で、先行投資的な工業団地の造成は非常に困難

であると考えております。 

また、現在、市内には中部工業団地と熊坂工業団地があります。中部工業団地は総

面積３４.１ヘクタールで１０社の企業が、熊坂工業団地は総面積１７.２ヘクタール

で２社の企業が操業しております。団地内には、中部工業団地に２．７ヘクタール、

熊坂工業団地に２．６ヘクタールの立地可能な未造成の用地がございますが、これら

の用地も現在のところ造成予定はないものであります。しかしながら、各企業の情報

を集めながら、必要があれば造成を検討していきたいと考えております。 

また、企業を誘致するには、企業のニーズに対応するとともに、地域住民の理解を

得ることも必要であります。現在数ヶ所の適地を把握しておりますが、更に各区に工

場用地や社屋として適当な土地の有無を調査しながら、誘致活動を進めて参りたいと

考えております。 

企業誘致の事務については、企業情報をはじめ、各種の調査も必要と認識しており、

現在、観光商工課において担当をいたしておりますが、来年度に庁舎の統合を予定し

ておりますので、その際の組織の見直しの中で各課の事務分掌を精査しながら企業誘

致事務の強化を検討したいと考えておりますので、ご理解いただきますようお願いし

ます。 

２点目のご質問でございますが、あわら市内には、県が許可をしている産業廃棄物

処理施設が１１箇所、その他届出制などによる産業廃棄物関連処理施設が９箇所あり

ます。 

産業廃棄物処理施設を設置しようとする場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する

法律により都道府県知事の許可を受けなければならないとされております。 

福井県は、指導要領で地元同意を得ることとし、事業者に対して施設設置の協議が

あれば地元同意を求めておりますが、法的な根拠はなく、地元同意がなくても申請書

が提出されれば、それが許可基準を満たしていれば許可せざるを得ないのが現状であ

ります。 

また、許可を要しない小規模な施設については、県へ届出を行なうことにより設置

できることとなっております。 

産業廃棄物処理施設等は、土砂採取跡地や工場跡地、あるいは原野や雑種地等に多

くあります。 

今後このような施設等を増やさないためには、地権者の利権関係もありますが、地

元や地権者、近隣区がよく話し合い、地域ぐるみで方針を決めて対応していくことが

最善の方策と考えております。 

そのためには、市としまして市民の皆様にこのことを十分認識していただくために、

市政懇談会等において環境問題について周知して参りたいと考えております。 

また、現在事業を行っているこれらの施設や場所については、県と連携を取りなが
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らパトロール等の実施により監視を強化し、公害の防止発生に努めて参りたいと考え

ておりますのでよろしくお願いを申し上げます。。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○８番（向山信博君） １点目の質問につきまして、再度質問をいたします。 

先日、私共、産業建設常任委員会はお隣の石川県の小松市、富山県の氷見市議会を

視察研修を行ないました。この際、企業誘致についていくつか勉強してまいりました

ので、その中身についてご紹介をし、質問したいと思います。 

特に小松市では、市内外の企業１,０００社に対して用地の場所とか、用地単価等

のアンケート調査を行なったということでございます。特に候補地は優良農地に位置

しておりますが、企業が好んできてくれるという観点から、候補地を決定をしたとい

うことでございます。 

これらについて私が思いますのは、このように他自治体も本当に積極的にその対策

を考えている中で、当あわら市は他と比べて北陸自動車道、国道８号線、縦貫道路、

そしてまた建設予定の新幹線の停車駅も有するいい条件がそろっております。従って

これらにつみまして、他の自治体との競争もあろうかと思いますが、本当に市として

取り組まなければならないというように考え、今後積極的に努力する為に、時にその

事業を実行する為に、対策室等の設置を強く要望して行きたいと思っております。 

従って先程ありましたような、条件につきましては当然、整備をしなければならな

いというように思っておりますので、この件についてもよろしくお願いを申し上げま

す。特に先ほど言いました、優良農地の確保については特に今後の農業施策とのから

みもございます。この点について、市長はどのように考えておられるのかお聞きした

いというように思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 経済産業部長、平田幸一。 

○経済産業部長（平田幸一君） 向山議員の再度のご質問にお答えしたいと思います。 

議員ご指摘のとおり、企業につきましては全国各自治体とも積極的に取り組んでい

る所でございます。ただ今、向山議員さんがおっしゃいました小松市の自治体の取り

組みのような事につきましても、我々といたしましても参考にしながら、あわら市と

いたしましては、工場適地の調査、また優良農地等の確保につきましても、住民との

理解等を得ながら進めると。また、企業立地優遇造成制度につきましては、先ほど関

山議員の時にも答弁いたしましたけれども、制度の見直し、また新に市内に住んでも

らうような、新たな助成制度の新設、また企業の要望を聞きながら、県が毎年開催し

ております、企業セミナー等にも積極的に参加いたしまして、企業の情報をはじめ、

各種調査を行ないまして、企業誘致に積極的に取り組んで行きたいと考えております

ので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） ８番、向山信博君。 

○８番（向山信博君） それでは二つ目の質問に対しまして、再度質問いたします。 
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この問題につきましては、我々環境対策調査特別委員会は最近、二度に渡りまして

市内の事情調査を行ないました。そしてまた視察も行ないました。また県と懇談会も

開催し、意見の交歓会も行ないました。 

私は周辺部に住む人間として、常にこの事に対して関心を持っております。ゴミに

犯されていく市の環境について住民全体できちんと認識をし、住民パワーでしか歯止

めができない事は解っておりますが、この事を市は認識をし、まだまだ知らない市民

の皆様方にこの事を充分周知徹底すべきであるというように思います。 

また、簡単に土地を売らない為にも、農業委員をはじめとする各区の全員がこの事

を強く認識をするような考え方を植え付ける為にも、先ほどありましたような地域住

民の説明会、もしくはそのような会合の場で、市として十分に認識をしていただくよ

うな運動をしていただきたいと思うわけでございます。 

終わりになりますけれども、先ほどの企業誘致につきましても、小松市等は我があ

わら市よりもまだまだ大きな負債を抱えている市でございます。しかしながら、この

先生き残りを賭けて、必死で収入を考えているところから、このような発想が生まれ、

一生懸命がんばっているというようにお聞きしております。従って、我があわら市に

おきましても、非常に厳しい競争でございますが、この事について今後、真剣に考え

ていただきたい、そして実行に移していただきたいというように思います。 

また、環境の保全につきましても、私の知る限りでは本当にこれほどの場所がある

という認識をしていない市民がほとんどでございます。この事についても、もちろん

我々もそういう話は都度、やっていきたいと思いますが、市当局に置かれましてもこ

の事をきちんと市民の皆様方に認識をしていただくためにも、今後必要な努力をお願

い申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。 

よろしくお願い致します。ありがとうございました。 

 

 

◇卯目ひろみ君 

○議長（山川 豊君） 続きまして通告順に従い、１４番、卯目ひろみ君の一般質問を

許可します。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １４番、卯目ひろみ君。 

○１４番（卯目ひろみ君） 順番がまいりましたので、一般質問をさせていただきます。 

コミュニティバスの運行について、私には本当に予想外でした。ここまで乗る人が

少ないというのは、想定外のことでした。 

交通弱者のための生活交通の確保が最大の目的のはずだったんです。残念ながらコ

ミュニティバスに合う時は、いつもほとんどが空の状態で走っている時が多く、本当

に寂しい気がしますし、ある時はコミュニティバスのバス停に人が立ってる時がある

んですね、そういう時は何かうれしい気持ちにさえなるんです。 

そんな思いを持っていますと、町中を走っている為に人目にも付くんだと思うんで
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すけれども、住民からも何とかならないものかという、そういうたくさんの声をよく

聞きます。 

この１１月で運行１年目を迎えるにあたりまして、見直しをする計画はあるのか無

いのか、コミュニティバス事業の今後の見通しについて、３点の質問をいたします。 

まず、一つ目です。元々金津町時代に行なわれていた町営バスと福祉バスを合併後、

全地域住民のために拡大して創設された新しい事業であると認識しているところで

すけれども、しかし大いに活用されるべき事業のはずが、予想に反して思った以上に、

それほど住民の方々には利用されているようには私には思えません。 

どこかにその原因があるはずなんですね。これまで１年近くですけれども、事業を

展開してこられて、ここにいたる、つまり乗客が乗らない原因はどこのあるとお考え

でしょうか、率直にお答えください。 

二つ目です。運転免許を持たない交通弱者の人たちが、バスを利用する時には、何

か必ず目的があって、そして乗るものだと、利用するものだと思いますが、余りにも

利用度の少ないバスを見ていますと、その時間帯だけでもバス以外に、例えばジャン

ボタクシークラスですとか、あるいはタクシークラス、そういった小さい型の車を、

これはもちろん、それぞれ経費の計算というんですか、そういう事も必要だと思いま

すし、また県内にある自治体等でも、そういう事を取り入れているような自治体もあ

るというような事を聞いていますので、そういう物などを上手に活用するような方法

というのは考えられないか、考えていらっしゃらないかお聞きいたします。 

三つ目ですけれども、行政サービスとしてこれらのバスを頼りにしている方達、こ

のバスがなくてはならない方達もこの市内にはきっといるはずです。完全にそのもの

を無くしてしまっていいとは決して思いませんが、少なくともその路線によってはで

すね、これまでのデータ等を見せていただいても、かなり差があるような気がします

ので、一部廃止もやむなしというような、勇気ある決断も必要ではないかと考えます。 

これは合併前のことなんですけれども、かって三国、芦原、金津を経由して、小松

空港へ行くバスが、１日に何便か出ておりました。それもやはり、思ったより乗客が

極端に少なくて、その最低の目標というのがあったと思うんですけども、その目標を

達するまでに、その目標半ばにして廃止を余儀なくしたというような事があったと思

うんですね。でもその後、そのバスが無い為に本当に不自由でしょうがないというの

は、ちょっと耳にしておりませんので、何か工夫をすればもっといい方法があるので

はないかという考えから、今日の質問をさせていただきました。 

そういったことから理事者として、今後そういう事に対しまして、どのような考え

方をされているのか、ぜひお答えいただきたいと思います。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） 卯目議員のご質問にお答えいたします。 

昨今の公共交通機関は、運転免許の取得、自家用車の普及また、少子化による子供

の減少などにより、利用者離れが生じ、路線バスの廃止や撤退を生みだしております。 
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しかしながら、老人世帯や運転免許をもっていない方、いわゆる交通弱者といわれ

ている方にとっては、バスの廃止や撤退はそれまで生活の足として在ったものがなく

なり、大変な不便さを感じております。 

私は、選挙公約の中でもコミュニティバスの運行について緊急の課題としてとらえ、

昨年１１月から６ルートの運行に取り組んで参り、今年度の予算は運行委託料５，２

５０万円で、県の補助金１，３７５万円を計上しております。 

これまで、運行を開始し約１０ヶ月を経過したところであり、７月末現在の乗車数

は、３１，１６０人となっております。 

乗らない原因といたしましては、旧の福祉バスや市営バスなど既存のあった地域に

つきましては、ある程度の定着もあり利用者がございますが、路線によっては、利便

性の問題や運行時刻のずれ、あるいは家族に送迎してもらうなどの、より利用者が少

ないところがあるのが、現実であります。 

又、生活交通の確保にバス以外はないかということでございますが、バス以外に考

えられるのは、タクシーでありますが、運行につきましてはバス運行地域とタクシー

運行地域との格差が生じることのないように、十分検討しなければならないと考えて

おります。 

本来、コミュニティバスは、路線バス事業者が運行しない又は撤退した地域を運行

し、しかも運賃は低額で営利事業にはそぐわず、交通空白地帯の解消、公共交通の確

保という公益的な観点から、運行をいたしております。 

従いまして、議員ご指摘の廃止につきましては、今後、地域住民のアンケート調査

やご意見等を賜り、地域の生活動態やニーズに対応するべく、改善を重ね、各ルート

の接続や人数に合わせたバス等の選択など運行形態また、ルート毎の運行回数、日曜、

祭日、年末年始、極端に利用者の少ないバス停の廃止等の運行方法の見直しを行い、

より利便性のあるコミュニティバスにして行きたいと考えておりますのでよろしく

お願いを申し上げます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １４番、卯目ひろみ君。 

○１４番（卯目ひろみ君） 今のお答えの中に、交通弱者のための緊急の事態として事

業を開始されたとのお答えがありましたけれども、この事業に対しましては、とても

重要な事業であるということは充分認識しているんですね。 

現実は厳しくて、理想と現実の違いっていうんですか、あるいはギャップというよ

うなものを感じてしまうんですね。実は私も乗ってみました。そして、聞くと見ると

は大違いで、乗ってみますと時間帯とかコースですとか、目的地までにかかりすぎる

時間ですとか、いろんな問題が見えてくるんですね。今後見直しを検討するというこ

となんですけれども、やっぱり改善はどうしても必要だと思うんです。そのために１

年近く経つわけですから、データだけではなくて、具体的に今日までの間にもっとい

ろんな意見ですとか、考えとかもあったと思うんですけども、どのような事がなされ

てきているか、またこれからそのためにどのような努力をされていこうと考えておら
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れるのか、そういう事もお聞きしたいと思いますが。 

お願いいたします。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市民生活部長、山田重喜君。 

○市民生活部長（山田重喜君） 卯目議員の再度のご質問にお答えいたします。 

コミュニティバスにつきましては１１月が来ますと、丸１年経つという事でござい

まして、正確な乗車関係はわかるかと思います。 

いわゆる利用者サイドからですね、地元から、あるいは区長さん等を通じまして、

いろいろ３８件ばかりですね、また運転手の方からも要望がございまして、そういう

案件がございました。しかしながら、これ全部取り入れるわけにはいきませんので、

時刻の変更、あるいは停車位置の変更ですね、これら関係を６点改善してまいりまし

た。 

今後でございますけれども、やはりですね、今申しましたようにですね、運転され

る方の意見、さらに現在、新郷、本荘方面で取り入れているアンケート調査、あるい

は全体的な見直しを視野に入れまして、更にはですね卯目議員さんも参加してござい

ます、あわら市地域生活交通活性化協議会、この辺とも充分協議しながら投資効果の

高い事業に取り組んで行きたいと思いますのでご理解を賜りたいと思います。 

以上でございます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） １４番、卯目ひろみ君。 

○１４番（卯目ひろみ君） 私も検討委員会の一員として入っておりましたので、本当

に自分の思いと、今回の現実がね、違ったということに、本当にもどかしい思いでい

るんですね。ですからできるだけこの次の新しい年にはできる限りの努力をしていか

なければならないのではないかなと思ってるんです。 

そこでもう一つ質問をしたいのですけれども、車を運転できない人にとりましては、

目的地までの移動手段としては、本当に無くてはならいものと思っている方、それか

ら認めている方、そのためにお金を使うっていうこともね、それは認められると思う

んですね、ただ、住民のニーズに合うって事が、やはり最大のサービスとなるわけで

す。そこには厳しい現実がありまして、私達はやはり費用対効果の原則というんです

か、そういう事も避けて通れないもの、そういうように思っています。 

財政がこういう厳しい時でもありますし、２年目の課題としまして、ぜひ財政面で

も検討されるべきではないかと考えています。この事業は委託事業ってなってるんで

すね、その委託事業というのは性質上、当初予算が決まってしまうと、途中変更が出

来ないというんですか、そういうのもあるのかなと思うんですけれども、その財政面

につきまして、今又、来年度のおそらく当初予算のいろんな事が始ると思うんですけ

れども、特に慎重に検討していただかないといけないと思います。委託事業は委託事

業として、財政面でどういうようにお考えなのかという事を、もしお答えしていただ

ければ、聞きたいと思うんですけどもいかがでしょうか。 
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（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 市長、松木幹夫君。 

○市長（松木幹夫君） 非常に難しい話しなんですが、今コミュニティバス、委託をし

ております。委託を受けている会社の方もですね、今１年間という契約で受けていま

す。例えばバスをですね、例えば利用者にやさしいバスにしたり、あるいは目立つよ

うなものにしたり、それから色々と工夫をしたいというお話がございます。ところが

１年間の契約でございますので、来年継続するか、それから当たらない可能性もあり

ます。そういった事もございまして、会社としてはいろいろと投資もしたいし、工夫

もしたいというんですけども、市がこうして下さいという話の中で、それなりにして

もらってるという事なんですね。 

今、卯目議員言われるように、今後もっと工夫を重ねてという話しと、それから財

政が厳しいので止めたらどうかという話しを、問題が出てきますとですね、来年途中

でとか、あるいは来年１路線は割愛させてもらうとかという話しになると、継続して

での話ではなくなるので、非常に会社としては今後、人員の配置等もございまして、

難しい部分があるんですね。 

今年の契約時にも会社から色々とお話がございまして、そういった問題について、

今後市としてもしっかり考えていかないと、今の状況のまま、新しい手を打たずにな

るんではないかと思います。 

今後は１年間経ちますので、来年に向けて総合的に一度考えて、また関係の皆様方

の諮問等もお願いしてですね、それで来年のあり方、そして長期的なあり方も考えて

いきたいなと思いますので、財政的にどうやこうやというのは、今はわかりませんの

で、そんな考え方で取り組んでいきたいなと思ってます。 

 

 

. 

議長（山川 豊君） 暫時休憩をします。 

再開は４時半から再開します。 

（午後 4時 20 分） 

 

○議長（山川 豊君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 4時 31 分） 

○議長（山川 豊君） お諮りします。 
本日の会議時間は議事の都合により、予め延長したいと思います。 

これに異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○議長（山川 豊君） 異議なしと認めます。 
よって本日の会議時間は延長する事に決定しました。 




